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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第74期 第75期 第76期 第77期 第78期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

売上高 （百万円） 77,268 69,298 55,079 58,617 59,801

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） △504 △44 294 1,603 972

当期純利益又は当期純損

失（△）
（百万円） △849 △2,854 153 1,358 612

包括利益 （百万円） － － － 1,564 979

純資産額 （百万円） 41,629 37,959 37,771 38,875 39,395

総資産額 （百万円） 66,114 59,231 56,661 59,350 61,312

１株当たり純資産額 （円） 887.54 817.18 821.99 846.06 857.39

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△）

（円） △18.27 △61.37 3.32 29.56 13.33

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 62.41 64.09 66.66 65.50 64.25

自己資本利益率 （％） － － 0.41 3.54 1.56

株価収益率 （倍） － － 75.90 13.06 29.26

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △487 2,450 4,210 2,225 1,554

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,480 216 679 △1,295 △2,896

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △614 △469 △688 △487 △497

現金及び現金同等物の期

末残高
（百万円） 7,554 9,637 13,824 14,257 12,386

従業員数 （人） 1,863 1,513 1,302 1,235 1,162

（外、平均臨時雇用者数） (417) (427) (309) (228) (276)
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第74期 第75期 第76期 第77期 第78期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

売上高 （百万円） 72,862 66,049 53,058 57,147 58,055

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） △158 186 110 1,318 606

当期純利益又は当期純損

失（△）
（百万円） △454 △4,202 29 1,176 437

資本金 （百万円） 3,285 3,285 3,285 3,285 3,285

発行済株式総数 （千株） 46,494 46,783 46,783 46,783 46,783

純資産額 （百万円） 41,668 37,008 36,696 37,618 37,963

総資産額 （百万円） 63,736 56,126 53,938 56,296 58,113

１株当たり純資産額 （円） 896.21 796.71 798.59 818.69 826.23

１株当たり配当額 （円） 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00

（内１株当たり中間配当

額）
（円） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△）

（円） △9.78 △90.35 0.64 25.60 9.53

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 65.38 65.94 68.03 66.82 65.33

自己資本利益率 （％） － － 0.08 3.17 1.16

株価収益率 （倍） － － 393.75 15.08 40.92

配当性向 （％） － － 1,561.44 39.07 125.90

従業員数 （人） 1,391 1,317 1,143 1,085 1,030

（外、平均臨時雇用者数） (362) (363) (227) (148) (189)

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第74期と第75期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失の計上となったため記

載しておりません。

４．第75期までは、契約社員及びパートタイマーの人員数を従業員数に含めていましたが、第76期より臨時雇用

者数に含めて表示しております。

５．第78期の１株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部銘柄指定記念配当２円を含んでおります。
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２【沿革】

昭和21年７月 大阪市大正区に当社を設立し、合板製造・販売の事業を開始

昭和27年11月大阪市浪速区に販売会社永大ベニヤ株式会社（昭和45年11月永大ハウジング株式会社に商号変更）

を設立

昭和34年10月大阪市港湾計画に基づき、本社工場を現在の大阪市住之江区に移転

昭和37年12月大阪証券取引所市場第二部に株式を上場

昭和38年７月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

昭和39年４月 福井県敦賀市に敦賀事業所を開設し、合板工場の操業を開始

昭和39年５月 東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第二部より市場第一部に指定

昭和39年８月 大阪府堺市に堺事業所（現大阪事業所）を開設し、プレハブ住宅の本格生産開始

昭和42年11月福島県いわき市に小名浜合板株式会社（現連結子会社）を設立

昭和43年３月 山口県熊毛郡平生町に永大木材工業株式会社（現山口・平生事業所）を設立し、12月より操業を開

始

昭和44年８月 敦賀事業所にパーティクルボード工場を完成

昭和44年12月住宅機器事業を開始

昭和48年３月 ブラジル国パラ州に合板製造の三菱商事株式会社との合弁会社EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S.A.を

設立

昭和53年２月 会社更生手続開始申立

昭和53年５月 会社更生手続開始決定

昭和53年５月 株式上場廃止  店頭登録移行（１年後廃止）

昭和57年９月 更生計画認可決定。永大木材工業株式会社、永大ハウジング株式会社を吸収合併

昭和61年２月 敦賀事業所にパーティクルボード二次加工工場を新設

平成５年10月 会社更生手続終結決定

平成７年２月 永大テクニカ株式会社（昭和48年８月設立の株式会社日本合板流通機構を商号変更）を施工事業会

社としてスタート

平成７年４月 徳島県小松島市にＭＤＦ（中質繊維板）製造の日本製紙株式会社との合弁会社エヌ・アンド・イー

株式会社（現持分法適用関連会社）を設立

平成９年６月 EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S.A.の三菱商事株式会社保有株式を全て取得し、子会社化

平成16年３月 人材派遣会社永大スタッフサービス株式会社を設立

平成17年３月 小名浜合板株式会社の株式を追加取得し、子会社化

平成17年７月 業務請負会社永大テクノサポート株式会社を設立

平成18年３月 小名浜合板株式会社の第三者割当増資を引受け

平成19年２月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

平成20年９月 EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S.A.が自己破産の申立

平成20年12月EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S.A.の破産申請の認可

平成20年12月小名浜合板株式会社を簡易株式交換により、完全子会社化

平成23年４月 永大テクニカ株式会社の事業を当社に全部譲渡、８月に清算結了

平成23年６月 Eidai Vietnam Co., Ltd.を設立

平成23年12月東京証券取引所市場第一部銘柄指定
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３【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（永大産業株式会社）、連結子会社１社、非連結子会社３社及び

関連会社１社により構成されており、住宅用の木質建材と設備機器の製造販売を主たる業務としております。

当社グループの製品は一般住宅の内装部材として多岐にわたって使用されていることから、当社グループでは市場

動向をいち早くキャッチして、お客様のニーズに合った製品の提供に努めております。また、安全、安心に長く使える

製品の品揃えを充実させ、質の高い住まいづくりの一翼を担う製品開発にも注力しております。

当社グループでは住宅用建材の素材から製品に至るまで幅広い事業を展開するとともに、地球環境に配慮した製品

開発を推進しております。素材であるパーティクルボードの製造では不用となった木質製品のマテリアルリサイクル

を行い、また、住宅資材の材料ではサスティナブルな森林資源を使用するなど、木を活かした製品づくりを通じて環境

問題に取り組み、社会に貢献する事業を展開しております。

当社グループのセグメントは「住宅資材事業」及び「木質ボード事業」の２事業に大別しており、その内容及び当

社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

事業名 主な製品 製造・販売会社

住宅資材事業

建材分野

合板を基材とした複合フローリング

その他フローリング・壁材

階段セット

当社

小名浜合板株式会社

内装システム分野

室内ドア、造作材（※１）

システム収納、シューズボックス

その他内装部材

同上

住設分野
システムキッチン

バス、洗面台等
当社

木質ボード事業
パーティクルボー

ド分野

素材パーティクルボード（※２）

化粧パーティクルボード（※３）

ＭＤＦ(中質繊維板)（※４）

当社

小名浜合板株式会社

エヌ・アンド・イー株式会社

(1）住宅資材事業

① 建材分野

合板を基材として天然木の表面化粧材を貼った複合フローリングや、集合住宅向けの直貼り遮音フローリング

を主力製品としております。フローリング用基材は適切に管理された持続可能な森林資源の活用を推進し、その比

率を高めております。階段製品では現場で発生する端材の削減や施工作業の簡略化のためのプレカットを充実さ

せ、施工現場にも配慮した製品づくりに注力しております。

② 内装システム分野

室内ドアは消費者嗜好の多様化に伴いデザインに対して様々なニーズがあり、デザインバリエーションの拡充

を図っております。また、室内ドア、造作材から、システム収納、シューズボックス等に至るまでトータルコーディ

ネート化を進めており、受注後短納期で一棟分に必要な製品を納入する邸別一括受注システムを採用しておりま

す。

③ 住設分野

システムキッチンについては、シンク生産のためのステンレス加工技術、主要な部材となるパーティクルボード

の製造技術及びキャビネット生産のための木質加工技術によって部材から製品まで一貫して生産する体制を備え

ております。

(2）木質ボード事業

パーティクルボードは建築部材、家具・木工用と用途は広く、木材リサイクルを行う環境に配慮した建材として

評価されております。ホルムアルデヒドの放散量が限りなくゼロに近い超低ホルパーティクルボードや構造用パー

ティクルボード等を開発し、新市場の開拓に注力しております。

ＭＤＦ（中質繊維板）は当社関連会社のエヌ・アンド・イー株式会社で生産しております。

 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

 5/95



（※１）造作材…………………………内装部材のうち、窓枠、幅木（壁面と床面の間材）、廻り縁（壁面と天井の間

材）。

（※２）素材パーティクルボード……木材をチップ化し、接着剤を塗布して熱圧成形したもの。表層に細かいチップ、内

層に粗いチップを使用し、内層から表層に向けて徐々に細かいチップで構成され

ている。

（※３）化粧パーティクルボード……素材パーティクルボードの表面に、ウレタン樹脂等であらかじめコートした化粧

紙（シート）を貼り加工したもの。

（※４）ＭＤＦ（中質繊維板）………木材を繊維状にほぐし、接着剤を混ぜて熱圧成形した木質材料。全層にわたって

細い木繊維で構成されている。

 ［主要な営業拠点及び生産拠点（平成24年６月28日現在）］

① 主要な営業拠点

名      称 所在地

東北営業部 仙台営業所 仙台市若林区

東京営業部 東京営業所 東京都台東区

関東営業部 埼玉営業所 さいたま市北区

中部営業部 名古屋営業所 名古屋市中川区

大阪営業部 大阪営業所 大阪市住之江区

中四国営業部 広島営業所 広島市西区

九州営業部 福岡営業所 福岡市博多区

東京特販営業部  東京都新宿区

大阪特販営業部  大阪市北区

② 生産拠点

名      称 所在地

山口・平生事業所 山口県熊毛郡平生町

敦賀事業所 福井県敦賀市

大阪事業所 堺市西区

小名浜合板株式会社 福島県いわき市
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 ［事業系統図］

事業系統図は、次のとおりであります。

（注）１．Eidai Vietnam Co., Ltd.は平成24年３月末現在で操業を開始しておりませんので非連結子会社

としております。平成24年５月より操業を開始し、当社に製品を供給しております。なお、平成25年

３月期より同社を連結子会社といたします。

２．永大テクニカ株式会社は経営の効率化と顧客サービスの向上を図るため、平成23年４月に当社へ

事業を全部譲渡し、８月に清算結了いたしました。

 

４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

小名浜合板株式会社

（注）２

福島県いわき市 337
住宅資材事業

木質ボード事業
100.0

当社製品の一部を製

造している。

役員の兼任あり。

（持分法適用関連会社）

エヌ・アンド・イー株式

会社

徳島県小松島市 3,750木質ボード事業 30.0

当社製品の原材料の

一部及び製品の一部

を製造している。

役員の兼任あり。

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．永大テクニカ株式会社は経営の効率化と顧客サービスの向上を図るため、平成23年４月に当社に事業を全部

譲渡し、８月に清算結了いたしました。

４．当社は、平成23年６月にEidai Vietnam Co., Ltd.を設立いたしました。同社は平成24年３月末現在で操業を

開始しておりませんので非連結子会社としております。平成24年５月より操業を開始し、当社に製品を供給し

ております。なお、平成25年３月期より同社を連結子会社といたします。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成24年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

住宅資材事業 911（241）

木質ボード事業 191（ 24）

共通部門 60（ 11）

合計 1,162（276）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー、人材会社からの派遣社員等を含む）

は当連結会計年度の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

２．共通部門として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもの

であります。

(2）提出会社の状況

 平成24年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

1,030（189） 40.35 18.23 5,361,447

セグメントの名称 従業員数（人）

住宅資材事業 836（177）

木質ボード事業 134（  1）

共通部門 60（ 11）

合計 1,030（189）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー、人材会社からの派遣社員等を含む）

は当事業年度の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．共通部門として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもの

であります。

(3）労働組合の状況

提出会社の労働組合は、日本労働組合総連合傘下全国一般労働組合に所属し、平成24年３月31日現在の組合員数

は814名であります。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災により国内景気は大きな影響を受けましたが、サプライ

チェーンの復旧に伴い、震災からの復興需要、各種政策効果などに支えられて緩やかな回復基調となりました。しか

しながら、欧州債務問題をはじめとする海外経済の減速、円高、原油などの資源価格の高騰や電力供給不安等によっ

て、企業収益への下押し圧力が続いたため、景気の先行きは不透明感が残りました。

住宅業界におきましては、震災の影響によって新設住宅着工戸数は一時的に停滞しましたが、部品・部材の調達

ルートの再構築が進むにつれ、持ち直しの動きを見せるようになりました。政府による住宅取得支援策の一部終了

を控えた駆け込み需要とその反動による落ち込みなどの動きはありましたが、復興支援策を含めた制度の再開に伴

い新設住宅着工戸数は緩やかな増加となりました。

このような状況の中、当社グループでは、地球環境に配慮しながらより質の高い製品づくりを目指すとともに、積

極的な販売活動を展開しました。わが国のシニア世代の増加を見据え、シニアマーケット向け製品群を「セーフケ

アプラス」としてブランド化し、マーケットニーズの掘り起こしと総合的な提案力の強化に努めました。また、室内

ドアやクロゼット等においては、納期を大幅に短縮した製品のアイテム数を拡充するとともに、カラーシミュレー

ションができるコーディネートカタログを発刊するなど、生産と販売の両面で、より顧客ニーズに合致したサービ

スの提供に取り組みました。一方で、今後の海外事業展開の拠点として、100％子会社のEidai Vietnam Co., Ltd.

を、ベトナム・ハノイ近郊に設立しました。

以上の結果、売上高は増加したものの、震災の影響によるフロア台板価格の高騰等が収益を圧迫し、当連結会計年

度の売上高は59,801百万円（前年同期比2.0％増）、経常利益は972百万円（同39.4％減）、当期純利益は612百万円

（同54.9％減）となりました。

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。

（住宅資材事業）

シニアマーケット向け「セーフケアプラス」製品として、床材では、転倒時の衝撃を吸収するクッション性の

あるフローリング「セーフケアダイレクト」、室内階段では、昇り降りの負担を軽減するために階段直部の途中

に踊り場を設けた「中休み階段」、室内ドアでは、床に段差がなく広い間口とスムーズな開閉で出入りのしやす

い「吊り戸」、住設分野では、椅子に座ったまま料理ができる「キッチン」をそれぞれ発売しました。

また、美しさとコストパフォーマンスに優れた鏡面調ラッピング技術を活かした「アルティモード」製品群

を、内装システム分野において拡充し、独自の鏡面ファッションスタイルを追及しました。

さらに、空気環境に配慮した取組として、住設分野では、木質ボード事業で生産しているホルムアルデヒド放散

量が極めて低いパーティクルボード「リラックス」を、キャビネットの基材に使用したシステムキッチン「ラ

フィーナエアプラス」を発売しました。

一方、建材分野では地産地消の観点から地域の材料を活用した国産杉圧密単板フローリングを発売し、内装シ

ステム分野では室内ドアや収納製品に新デザイン・新アイテムを追加、住設分野ではシステムキッチンのシンク

が機能的に使える「３層立体シンク」をラフィーナシリーズへ標準装備するなど、各製品群の充実に努めまし

た。

また、福島県いわき市にある子会社の小名浜合板株式会社に、室内ドアの製造ラインを新設し、当社大阪事業所

とあわせ、東西両地域での室内ドア生産体制を確立することにより一層の納期短縮を実現しました。

この結果、住宅資材事業の売上高は53,895百万円（前年同期比0.8％増）、セグメント利益は2,163百万円（同

25.8％減）となりました。

（木質ボード事業）

素材パーティクルボードでは、震災の影響による合板の代替需要に対応するとともに、建築用下地材の市場開

拓にも注力しました。また、化粧パーティクルボードでは、「リラックス」を基材に使用した製品を、主に文教施

設や医療施設といった非住宅向けに提案し販売を促進しました。

長引くデフレの影響により市場価格は低迷しましたが、当社は、多品種小ロットの需要に対しても短納期で供

給できる強みを活かし、適正な販売価格を維持しながら販売量を増加させることにより収益を確保しました。

この結果、木質ボード事業の売上高は5,906百万円（前年同期比14.6％増）、セグメント利益は340百万円（同

44.1％増）となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は主に、営業活動により1,554百万円の資

金を獲得し、投資活動により2,896百万円、財務活動に497百万円の資金を使用した結果、前連結会計年度末に比べ

1,870百万円減少し、当連結会計年度末には12,386百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は1,554百万円（前年同期比30.2％減）となりました。これは主に、減価償却費

1,455百万円、税金等調整前当期純利益877百万円を計上し、仕入債務が927百万円増加したものの、たな卸資産が

1,748百万円増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は2,896百万円（前年同期比123.5％増）となりました。これは主に、定期預金の

預入（純額）に1,229百万円、内装システム生産設備等の有形固定資産の取得に652百万円、関係会社出資金の払

込に629百万円の資金を使用したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は497百万円（前年同期比2.1％増）となりました。これは主に、配当金の支払い

に459百万円の資金を使用したことによるものであります。

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

10/95



２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

前年同期比（％）

住宅資材事業（百万円） 25,931 105.4

木質ボード事業（百万円） 5,280 116.5

合計（百万円） 31,212 107.1

（注）  金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）仕入実績

当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

前年同期比（％）

住宅資材事業（百万円） 15,979 102.1

木質ボード事業（百万円） 402 109.0

合計（百万円） 16,382 102.2

（注）  金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）受注状況

当社グループ（当社及び連結子会社）は概ね見込生産を行っておりますので、受注実績につきましては記載を省

略しております。

(4）販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

前年同期比（％）

住宅資材事業（百万円） 53,895 100.8

木質ボード事業（百万円） 5,906 114.6

合計（百万円） 59,801 102.0

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

相手先

前連結会計年度
（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

住友林業株式会社 12,052 20.6 11,646 19.5

３．金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

(1）対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、震災からの本格的な復興需要と各種政策効果により、緩やかな回復基調が続くも

のと見ております。しかしながら、景気の先行き不透明感が依然として残る中、住宅業界におきましても、少子高齢

化の進行や住宅ストックの余剰といった構造的な問題に加え、消費増税に伴う駆け込み需要とその後のマーケット

の縮小など、厳しい環境が予想されます。

このような環境下、当社グループでは、ブランド化したシニアマーケット向け製品群「セーフケアプラス」を拡

充し、シニア世代が居住する住宅向けをはじめ、介護施設や高齢者向け賃貸住宅へも提案してまいります。

また、他社との差別化を図る新製品の開発によって新たな市場の開拓に取り組み、販売シェアの拡大に注力しま

す。建材分野では、国産材の利用拡大による「里床」ラインナップの充実を図り、エコ基材として国産針葉樹合板を

使用したフローリングや、新たな樹種による国産材圧密フローリングの開発に取り組みます。内装システム分野で

は、鏡面調ラッピング技術を室内ドアやクロゼットだけでなく造作材など様々な製品に展開して、独自の鏡面

ファッションの創出を目指すとともに、これらの独自製品を、住宅市場だけではなく非住宅市場、海外市場へも投入

してまいります。

一方、海外事業では、子会社のEidai Vietnam Co., Ltd.が平成24年５月に操業を開始しました。当面は国内向け

に供給するムクフロア、シートフロアの安定生産に注力し、状況を見極めながら生産品目の拡大を進めてまいりま

す。将来的には、ベトナムがＡＳＥＡＮ諸国の中央に位置し中国とも陸続きである地理的優位性を活かし、日本と生

活様式が似かよったアジア諸国への販売も視野に入れて、事業を展開していく方針です。

 

(2）買収防衛策について

当社は、平成20年５月26日開催の取締役会において、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛

策）（以下、「旧プラン」といいます。）の導入を決議し、同年６月27日開催の当社定時株主総会において株主の皆

様のご承認をいただきました。この旧プランの有効期間は平成23年６月29日開催の当社第77回定時株主総会終結の

時までとされていたため、旧プランの更新について検討した結果、当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を

行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をされるのに必要かつ十分な情報及び時

間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することが、引き続き必要であるとの結論に至

りました。

そこで当社は、旧プラン導入後の法改正をはじめ買収防衛策に係る議論の進展等を踏まえ、平成23年５月23日開

催の取締役会において、同年第77回定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、旧プランの内容を一

部改定（以下、改定後のプランを「本プラン」といいます。）のうえ更新することについて決議し、同定時株主総会

において株主の皆様のご承認をいただきました。その概要については、以下のとおりであります。

 

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、金融商品取引所市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付

行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これ

を一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様

の決定に委ねられるべきだと考えております。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができ

ない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グ

ループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要

な情報が十分に提供されないものも想定されます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、

必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
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２．基本方針の実現に資する取組について

(1）企業価値の源泉について

当社は昭和21年７月に合板の製造・販売を目的として事業を開始し、現在では「住宅資材事業」及び「木質

ボード事業」の２事業を展開しております。当社の製品は一般住宅の内装部材として多岐にわたって使用され

ており、快適な住環境作りに貢献する製品の提供に努力を続けております。また、住宅用建材の素材から製品に

至るまでの幅広い事業展開によって、市場のニーズをいち早く製品に取り込むとともに、きめ細かいサービス

をご提供することで、お客様から高い信頼をいただいております。

当社グループは「木を活かし、よりよい暮らしを」の基本理念に基づき、地球、社会、人との共生を通じて環

境保全に取り組み、サスティナブルな木材資源の利用や廃木材も製品の原材料として利用するマテリアルリサ

イクルなど、木材資源を循環させる「環境創造型事業」を通じて住まいに役立つ製品を生産するとともに、環

境への負荷低減に努めてまいりました。

こうした中で培われてきた下記の点が、当社グループにおける企業価値の源泉であると考えております。

① 循環型社会に貢献できる事業活動

・当社グループは、再生可能な天然資源である木を主原料に、住宅資材及び木質ボードの製造、販売事業を展

開しています。

・木材の有効利用を図るためには、「持続可能な森林の木を使う」「木を無駄なく使う」「木を循環させて

使う」という考え方が重要であると認識しております。当社ではこの考えに沿って事業活動を行い、森林

環境の保護や二酸化炭素の排出抑制といった地球環境の保全活動にも取り組んでおります。

・製品の原材料には計画的に伐採されている植林木や森林認証材を積極的に使用するほか、ＭＤＦの原材料

に未利用材や木製品の生産工程で生じる端材なども無駄なく利用しております。さらに、国内最大級の

パーティクルボードメーカーとして、木質製品の生産工程で生じる端材や廃木材を再利用するマテリアル

リサイクルシステムの構築を進め、循環型社会に貢献できる事業活動に取り組んでおります。

② 市場ニーズに密着した営業体制

・お客様のさまざまなご要望にきめ細かくスピーディーにお応えするために、自動積算システムやＷＥＢプ

ランニングシステムの導入を進めています。

・豊富な知識を持つ専門アドバイザーが常駐するショールームを全国の主要都市に設けて、お客様のご相談

に応じるほか、直接製品を見て触ってその機能を確かめていただくなど、お客様に納得いただける住まい

づくりをサポートしております。

・お客様相談センターを設置し、お客様からの製品説明、施工説明、ご使用方法、メンテナンス、苦情等のあら

ゆるお問い合わせにお答えしております。また、お問い合わせ内容や要望、苦情等のデータを集計・分析

し、顧客満足度を高めるための改善・改良活動に注力しております。

③ 製品開発力

・当社グループの得意とする木質加工技術、ステンレス加工技術を最大限に活かし、新製品開発とコストダ

ウンに取り組んでおります。製品の原材料を厳選して環境に配慮した製品の開発を進めるとともに、顧客

ニーズや市場動向にマッチしたクオリティーの高い製品の開発に取り組んでおります。また、短納期実現

のための生産システムの構築やグループ内での生産体制の見直しなど、生産性の向上を図っております。

・研究開発体制は、基礎研究・応用研究を担当する総合研究所、具体的な新製品開発を担当する事業部傘下

の開発室及び新製品の生産技術を担当する各工場の開発室で構成されています。

・総合研究所においては、新基材や木質ボードの研究に加え、加工技術や化粧技術、さらには環境対応技術の

研究など、中長期にわたるテーマに継続して取り組んでおります。

・製品品質の信頼性を確保するために、設計・製造・出荷における品質の安定と向上に取り組むことはもち

ろんのこと、施工中や使用中に生じた不具合についても、社内ネットワークを活用して顧客からのクレー

ム情報を一元化し、不具合に関する課題を共有化することで、製品の改良と開発に活かしております。

④ 健全な財務体質

・今後の様々な設備資金需要にも即応できる強固な財務体質を築いております。

・コストダウンと徹底した諸経費の削減を継続的に取り組むことで、筋肉質で強固な企業体質づくりを進め

ております。

・新製品開発、コストダウン及び製品の増産等に必要な設備投資は、すべて自己資金で賄っており、当社自身

の判断で素早い対応が可能です。

(2）企業価値及び株主共同の利益向上に向けた施策

近年では住宅関連事業を取り巻く環境も大きく変化しております。当社グループではコンプライアンスの徹

底並びに透明性の高い経営に努めるとともに、環境との調和を重視した事業を展開しております。中長期的な

ビジョンである「経営三ヵ年計画」を策定し、経営環境の変化への対応と成長戦略及びあるべき収益構造の達

成目標を打ち出しております。
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主な取組内容は以下のとおりです。

① 当社の主力製品である複合フローリングは国内トップシェアグループに位置しております。階段、室内ド

ア及び収納などの木質製品は、フローリングとコーディネートされる傾向が強いため、この優位性を活用し

て、当社製品全体のシェア拡大を図ることを重要な戦略と位置付けております。

② 生産性の向上と増産のための設備投資を積極的に行い、受注に即応できる生産体制を整えて、市場シェア

アップに向けた生産・販売量の増加を目指します。

③ 強みとする「木質加工」と「ステンレス加工」の技術を活かした事業の展開を一層進めます。顧客ニーズ

や市場動向にマッチした製品の開発を進めるとともに、「環境への配慮」、「健康と安心・安全性の重視」、

「独自性のある製品の追求」を最重要項目とした製品開発に取り組みます。

④ 業務基幹システムの改良に加え、販売支援ツールの拡充や見積りシステムの導入により、迅速できめ細か

い提案活動を行うことで、販売力の強化を図り売上高の増大を目指します。

⑤ 当社では反社会的勢力に対して毅然とした態度を貫き、不当・不法な要求に屈することなく、一切の関係

を遮断する取組を実践しております。就業規則に反社会的勢力との関係排除する旨を明記することを始め、

取引基本契約書にも暴力団排除条項を盛り込むなど、全社一丸となって組織的な取組を実践しております。

(3）コーポレート・ガバナンスについて

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化、充実が経営の基本的課題であると認識し、その実現のた

めに、経営監視機能の強化、企業倫理の確立、リスクマネジメント体制の構築、アカウンタビリティーの充実、そ

して経営効率の向上に取り組むことで、企業価値及び株主共同の利益向上を目指しております。

当社は、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るためには、事業内容に精

通している社内取締役で構成する適正な規模の取締役会と、監査役による経営監視体制の整備、強化によるガ

バナンス体制が、現時点では適切な体制であると考えております。取締役の任期は、経営環境の変化に迅速に対

応できる経営体制とするため、１年としております。

また、社外チェックの観点では、２名の社外監査役が取締役会に出席して会社の運営状況や各取締役の業務

執行状況を聴き、必要に応じて意見を述べるなどの活動を行っており、社外からの監視・監督は十分に機能す

る体制となっております。なお、当社では平成22年３月に社外監査役のうち１名を独立役員に指名し、東京証券

取引所に届出を行っております。

３．本プラン導入の目的

当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様

が適切な判断をされるのに必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機

会を確保することが、引き続き必要であるとの結論に至り、旧プランを一部改定の上、更新することを決定いたし

ました。

本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定すると

ともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する

可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、「独立

委員会規程」に従い、当社社外監査役、社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若

しくは学識経験者又はこれらに準じる者）又は当社社外取締役で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者

のみから構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重するとともに、株主の

皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

また、平成24年３月31日現在における当社大株主の状況は、「第４  提出会社の状況  １  株式等の状況 (7) 

大株主の状況」のとおりです。なお、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けてい

るわけではありません。

４．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組）

(1）本プランに係る手続き

① 対象となる大規模買付等

本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社取

締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合を適

用対象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プ

ランに定める手続きに従わなければならないものとします。
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(ⅰ) 当社が発行者である株式等について、保有者及びその共同保有者の株式等保有割合が20％以上となる

買付け

(ⅱ) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者

の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

② 「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買

付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」と

いいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。

具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

(ⅰ) 買付者等の概要

(イ)氏名又は名称及び住所又は所在地

(ロ)代表者の役職及び氏名

(ハ)会社等の目的及び事業の内容

(ニ)大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要

(ホ)国内連絡先

(ヘ)設立準拠法

(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の

株式等の取引状況

(ⅲ) 買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株

式等の種類及び数、並びに大規模買付等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投

資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等その他の目的がある場

合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。）を含みま

す。）

③ 「本必要情報」の提供

上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社

に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」と

いいます。）を提供していただきます。

まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日 （初日不算入）

以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送い

たしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。

また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び

態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締

役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただ

きます。

なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リス

ト」の一部に含まれるものとします。

(ⅰ) 買付者等及びそのグループ（共同保有者 、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成

員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含

みます。）

(ⅱ) 大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経

営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組

み、買付予定の株式等の数及び買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付等の方法の適法

性を含みます。）

(ⅲ) 大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付

等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取し

た場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を

含みます。）

(ⅳ) 大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法

及び関連する取引の内容を含みます。）

(ⅴ) 大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容

及び当該第三者の概要
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(ⅵ) 買付者が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要

な契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方

及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ) 買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三

者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっ

ている株式等の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ) 大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

(ⅸ) 大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利

害関係者の処遇等の方針

(ⅹ) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概

要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに開示い

たします。

当社取締役会は、買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供し、独立委員会は、提供された

内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して、買付者等に対して、本必要情

報を追加的に提出するよう求めることがあります。

当社取締役会及び独立委員会が、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、

当社取締役会は、その旨を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やか

にその旨を開示いたします。

④ 取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は

(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のた

めの期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

(ⅰ) 対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には

60日間

(ⅱ) その他の大規模買付等の場合には90日間

ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長でき

るものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとと

もに株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者

等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点

から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を

通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するととも

に、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関

する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもありま

す。当社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独

立委員会に対し、買収防衛策発動の是非について諮問します。

⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案

立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うも

のとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようにな

されることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三

者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門

家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の

(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役

会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

(ⅰ) 独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

独立委員会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合、又は買付者等

による大規模買付等が専ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値・

株主共同の利益を著しく損なうものであると認められるため、対抗措置を発動することが相当であると

判断した場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。なお、（資料１）に掲げるい

ずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、当該大規模買付等は当社の企業価値・株

主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合に該当するものとします。
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(ⅱ) 独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

(ⅰ)に定める場合を除き、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

⑥ 取締役会の決議

当社取締役会は、⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社の

企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行う

ものとします。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問

わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑦ 対抗措置の中止又は発動の停止

当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等

が大規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変

動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持す

ることが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、又は

勧告の有無若しくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。

当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する

事項について、情報開示を行います。

⑧ 大規模買付等の開始

買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、大規模買付等の提案以降、⑥記載の当社

取締役会の決議を開示するまでは、大規模買付等を開始することはできないものとします。

(2）本プランにおける対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権（以下

「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定

款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用い

ることもあります。

本新株予約権の無償割当ての概要は、（資料２）「新株予約権無償割当ての概要」に記載のとおりといたし

ます。

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(1)⑦に記載のとおり、対抗措置

の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無

償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(1)⑦に記載の決議

を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいて

は本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間

の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止する

ことができるものとします。

(3）本プランの更新手続き

本プランの更新につきましては、平成23年６月29日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認を

いただきました。

(4）本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成23年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成26年６月開催予定の定時

株主総会終結の時までの３年間とします。

ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がな

された場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主

総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランは

その時点で廃止されるものとします。

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれ

らの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認

を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び変更内容その他当社取締役

会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
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５．本プランの合理性

(1）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を全て充足しています。また、経済産業省に設置された企業

価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他の

買収防衛策に関する実務、議論を踏まえた内容となっており、合理性を有しております。さらに本プランは、株

式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。

(2）当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記３．に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等

に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や

期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・

株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

(3）株主意思を重視するものであること

当社は、本プランを上記４．(3)に記載したとおり、平成23年６月29日開催の当社定時株主総会における株主

の皆様のご承認を得て更新いたしましたが、上記４．(4)に記載したとおり、ご承認いただいた後も、その後の

当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又

は廃止されることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映され

る仕組みとなっています。

(4）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プ

ランの運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外監査役、社外有識者（実績のある

会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）又は社外取締役のいずれかに該当する者

の中から選任される委員３名以上により構成されます。

また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企

業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

(5）合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、上記４．(1)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないよ

うに設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(6）デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記４．(4)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によ

り、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策

（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員

の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありませ

ん。

６．株主の皆様への影響

(1）本プランの更新時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランの更新時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に株主及び

投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはあ

りません。

なお、前述の４．(1)に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する

当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意くださ

い。

(2）本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期

日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個を上限と

した割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時に

おいても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有す

る当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないことか

ら、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与え

ることは想定しておりません。
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ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らか

の影響が生じる場合があります。

なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記４．(1)⑦に記載の手

続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に

相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後に

おいて、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主

の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式１株当たり

の経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損

害を被る可能性がある点にご留意ください。

また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、買付者

等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主及

び投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは

想定しておりません。

(3）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割

当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生じ

る可能性があります。（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）

以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割

当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金融商

品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確認下さ

い。

（資料１）  当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型

 

１．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式等を当

社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株式等の取得を行っている又は行おうとしている者（いわゆるグ

リーンメイラー）であると判断される場合

２．当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業

秘密情報、主要取引先又は顧客等の、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等に

移転する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

３．当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等の債

務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

４．当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券

等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるか、あるいはかかる一時

的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売り抜けをする目的で当社の株式等の取得を

行っていると判断される場合

５．買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当社の株式等の全

部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株

式等の買付け等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に

当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

６．買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の

具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無並びに実現可能性等を含むがこれらに限られ

ません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断される場合

７．買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害関係者の利益を含む当社の

企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を著

しく妨げるおそれがあると判断される場合

８．買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該買付

者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合

９．買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合

10．その他１．から９．までに準じる場合で、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合
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（資料２）  新株予約権無償割当ての概要

 

１．本新株予約権の割当総数

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予約権無償割当て

決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当て期日」といいます。）における

当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。）と同数を上限と

して、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

２．割当対象株主

割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただし、同時点にお

いて、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て

決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

４．本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以

下「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途

定める数とします。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格

本新株予約権の行使に際して行う出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普

通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額としま

す。

６．本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

７．本新株予約権の行使条件

(1)特定大量保有者、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者、(4)特定大量買付者の特別関係者、若

しくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継

した者、又は、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者（これらの者を総称して、以下「非適格者」といい

ます。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細について

は、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

８．当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権を取得し、これと引き

換えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。なお、本新株予

約権の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

９．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別

途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

10．本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別

途定めるものとします。
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４【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、当社グループとして必ずしも事業上のリスクと考えて

いない事項についても、当社グループの事業活動を理解するうえで重要と考えられる事項については、積極的な情報

開示の観点から記載しております。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが

判断したものであります。

(1）新設住宅着工戸数について

当社グループは住宅用の木質建材と内装部材及び設備機器の製造販売を主たる事業としているため、新設住宅着

工戸数、とりわけ、持家の着工戸数増減が当社グループの売上に強い影響を及ぼします。新設住宅着工戸数は景気動

向、金利動向、税制変更などの影響を受けやすく、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

 

(2）原材料価格と為替相場の変動について

当社グループはフローリング用基材となる合板をはじめ、原材料の多くを海外より調達しております。これらは

国際市場価格並びに為替相場の変動に大きく影響され、かつ、仕入先の切り替えが困難なものや、特定少数の仕入先

から入手せざるを得ないものもあります。また、原油価格の高騰により接着剤等の価格も引き上げられる等の様々

な変動要因により、生産に必要な原材料が十分に調達できなくなる可能性や、調達に多額の資金が必要となる場合

があります。

 

(3）価格競争激化による販売価格低下の影響について

新設住宅着工戸数が80万戸前後の水準で推移しており、今後も少子高齢化の進行や住宅ストックの余剰、世帯数

の減少などにより、新設住宅着工戸数が大きく回復することは見込めず、さらに減少する可能性があります。縮小す

るマーケットにおいては販売先であるハウスメーカー等の価格競争は熾烈を極め、住宅資材メーカーにおける受注

競争も激化することが考えられます。こういった状況は当社の販売価格の下落圧力となり、業績に影響を与える可

能性があります。

 

(4）製品の品質問題について

当社グループの製品において、製品事故の発生や製品の品質上の問題、とりわけ、製造物責任の対象となる製品の

欠陥に起因する損害に対しては、当社グループのブランド価値の低下を招くとともに、損害賠償などの費用が生じ

るリスクがあります。

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

当社グループでは顧客、市場のニーズに的確に応えるため、デザイン・機能・価格の３要素を常に意識し、徹底した

マーケティングリサーチに基づいて、「見て、施工して、使って違いの分かる」製品の開発を基本としております。

強みとする「木質加工」と「ステンレス加工」に事業領域を絞り、「環境への配慮」、「健康と安心・安全性の重

視」、「独自性のある製品の追求」を最重要項目に掲げ、研究活動を行っております。

中でも「環境への配慮」に関しては、持続可能な森林資源を使用した基材への転換や国産材を積極的に利用した製

品の開発、さらにはマテリアルリサイクルを通じて地球温暖化防止に寄与しているパーティクルボードの新市場向け

用途開発に力を注いでおります。

当社の研究開発体制は、基礎研究・応用研究を担当する総合研究所、具体的な新製品の開発及び生産技術を担当す

る事業部傘下の開発室で構成されます。総合研究所では新基材の研究、加工技術や化粧技術の研究、木質ボードの研

究、環境対応技術の研究など、中長期にわたるテーマに基づいて活動しております。

また、建材、内装システム、住設の各事業部の傘下にある開発室では市場ニーズに沿った新製品の発案、製品設計や

デザインの研究、既存製品の改良から具体的な製品化、量産化のための生産技術や生産工程の研究・開発を行ってお

ります。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は675百万円であります。なお、研究開発費については、各事業

部門に配分できない基礎研究費用227百万円が含まれております。また、当連結会計年度における各セグメント別の研

究開発活動は次のとおりであります。

 

(1）住宅資材事業

住宅資材事業の共通テーマとして、シニアマーケット向け製品群「セーフケアプラス」の開発に注力し、床材で

は、転倒時の衝撃を吸収するクッション性のあるフローリング「セーフケアダイレクト」、室内階段では、昇り降り

の負担を軽減するために階段直部の途中に踊り場を設けた「中休み階段」、室内ドアでは、床に段差がなく広い間

口とスムーズな開閉で出入りのしやすい「吊り戸」、住設分野では、椅子に座ったまま料理ができる「キッチン」

をそれぞれ発売しました。

内装システム関連製品では、美しさとコストパフォーマンスに優れた鏡面調ラッピング技術を活かした「アル

ティモード」製品群を拡充し、独自の鏡面ファッションスタイルを追及しました。

住設関連製品では、空気環境に配慮した取組として、木質ボード事業で生産しているホルムアルデヒド放散量が

極めて低いパーティクルボード「リラックス」を、キャビネットの基材に使用したシステムキッチン「ラフィーナ

エアプラス」を発売しました。

当セグメントに係る研究開発費は、406百万円であります。

 

(2）木質ボード事業

パーティクルボード分野では、ホルムアルデヒド放散量が極めて低いパーティクルボード「リラックス」の安定

供給と生産コストを低減するための技術開発に注力しました。これを主に文教施設や医療施設といった非住宅向け

に提案し、販売を促進しました。

当セグメントに係る研究開発費は、41百万円であります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に対する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成に当たっては、当連結会計年度の財政状態、経営成績に影響を与える重要な

会計方針の採用及び見積りを行っております。

当社グループは過去の実績や当連結会計年度末時点での状況に基づく合理的な見積りと判断しておりますが、

見積り特有の不確実性があるため、実際の結果とは異なる場合があります。

当社グループは、特に以下の重要な会計方針が連結財務諸表の作成において使用される当社グループの重要な

判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

① 貸倒引当金

当社グループは、顧客の支払不能時に発生する損失の見積額について、貸倒引当金を計上しておりますが、顧

客の支払能力が低下した場合には追加引当が必要となる可能性があります。

② 退職給付債務等

退職給付債務等の計算は数理計算上の基礎率に基づいて算出されております。これらの基礎率が実際の結果

と異なる場合には、その影響額が累積され、数理計算上の差異として将来期間において費用及び債務に影響を

与えます。特に割引率の低下は退職給付債務の増加に結びつく可能性があります。

③ 繰延税金資産

当社グループは、当連結会計年度では将来減算一時差異のうち回収可能性が確実なものについてのみ繰延税

金資産を計上しております。

(2）当連結会計年度の財政状態の分析

① 流動資産

当連結会計年度末における流動資産の残高は46,646百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,357百万円増

加しました。現金及び預金2,032百万円の減少、受取手形及び売掛金245百万円の増加、有価証券1,385百万円の

増加、製品728百万円の増加、主要材料及び貯蔵品774百万円の増加、仕掛品246百万円の増加が主な原因です。

② 固定資産

当連結会計年度末における固定資産の残高は14,666百万円となり、前連結会計年度末に比べ605百万円増加

しました。有形固定資産455百万円の減少、無形固定資産205百万円の減少、投資その他の資産における投資有価

証券439百万円の増加、関係会社出資金629百万円の増加、その他の投資等318百万円の増加が主な原因です。

③ 流動負債

当連結会計年度末における流動負債の残高は18,374百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,750百万円増

加しました。支払手形及び買掛金927百万円の増加、未払金824百万円の増加が主な原因です。

④ 固定負債

当連結会計年度末における固定負債の残高は3,542百万円となり、前連結会計年度末に比べ307百万円減少し

ました。退職給付引当金328百万円の減少が主な原因です。

⑤ 純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は39,395百万円となり、前連結会計年度末に比べ519百万円増加し

ました。当期純利益612百万円の計上、その他有価証券評価差額金367百万円の増加、配当金459百万円の支払い

が主な原因です。
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(3）当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度における売上高は59,801百万円（前年同期比2.0％増）となっております。この内容を分析し

ますと、新製品の開発と積極的な販売活動の推進、主力製品の納期短縮等により、売上高が増加しました。

売上総利益率は22.6％で前連結会計年度に比べ1.9ポイント悪化しました。震災の影響によるフロア台板価格

の高騰等が収益を圧迫したことが、最大の要因であります。その結果、売上総利益は13,497百万円となり、前連結

会計年度に比べ859百万円減少しました。

販売費及び一般管理費は12,713百万円で、経費削減に努めた結果、前連結会計年度に比べ194百万円の減少とな

りましたが、営業利益は784百万円（前年同期比45.9%減）となりました。

営業外損益に、受取配当金104百万円、仕入割引86百万円、負ののれん償却額89百万円、雑収入80百万円を計上し

た一方、売上割引129百万円、雑損失88百万円を計上したこと等により、経常利益は972百万円（前年同期比39.4%

減）となりました。

特別損益に、受取補償金88百万円、退職給付制度改定益134百万円を計上した一方、投資有価証券評価損153百万

円、退職給付制度改定損107百万円を計上したこと等により、税金等調整前当期純利益は877百万円（前年同期比

24.5%減）となりました。

法人税、住民税及び事業税を90百万円、法人税等調整額を174百万円計上した結果、当期純利益は612百万円（前

年同期比54.9%減）となりました。

(4）経営成績に重要な影響を与える要因について

持家着工戸数の指標となる大手ハウスメーカーや工務店の戸建て建築受注状況が、当社グループの経営成績に

重要な影響を与える要因となります。

また、当社グループ製品の材料である合板価格並びに木材チップの価格高騰、原油価格に起因する接着剤等の

価格高騰要因がある一方で、競争激化に伴う販売価格の下落要因もあるため、これらの市況動向は当社グループ

収益に重要な影響を与える可能性があります。

 

(5）経営戦略の現状と見通し

当社グループの主力製品であるフローリングは国内トップシェアグループ（株式会社矢野経済研究所発行

「住宅産業白書2011年版」より）に位置しております。一般に、住宅建築ではフローリングを基点に他の内装建

材が決定される傾向にあるため、フローリングの拡販が当社グループの他製品の販売につながるものと確信し、

フローリングのシェアを拡大することが重要な戦略と位置付けております。また、シニアマーケット向け製品群

「セーフケアプラス」を拡充し、シニア世代が居住する住宅向けをはじめ、介護施設や高齢者向け賃貸住宅への

提案も強化します。一方で、鏡面調ラッピング技術を室内ドアやクロゼットだけでなく造作材など様々な製品に

展開して、独自の鏡面ファッションの創出を目指すとともに、これらの独自製品を、住宅市場だけではなく非住宅

市場、海外市場へ投入することも推進します。さらにステンレス加工技術を駆使した住設分野、マテリアルリサイ

クル等を通じて環境問題に貢献しているパーティクルボード事業を推進し、木質建材と設備機器の総合メーカー

として業容拡大を図る所存です。

 

(6）資本の財源及び資金の流動性について

「１ 業績等の概要 (2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。なお、当社グループは製品

製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設

備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、そのほとんどを自己資金にて調達しております。

(7）経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループは、平成24年４月からスタートする経営三ヵ年計画を作成し、今後の経済情勢を勘案しながら、

「平成26年４月、平成27年10月に予想される消費税の引上げとその後のマーケットの縮小を勘案し、この３ヵ年

の売上高の確保と固定費削減の両立を目指す」を経営指針に掲げております。シニアマーケット向け製品群

「セーフケアプラス」の拡充をはじめ、他社と差別化した新製品の開発と価格競争力で厳しい市場環境の中でも

さらに売上高を確保するとともに、業務改革による筋肉質な企業体質作りと効率化を推進します。

また、平成23年６月に設立した100％子会社のEidai Vietnam Co., Ltd.の生産活動を軌道に乗せ、生産品目の

拡大を進めてまいります。さらに、ベトナムがＡＳＥＡＮ諸国の中央に位置し中国とも陸続きである地理的優位

性を活かし、日本と生活様式が似かよったアジア諸国への販売も視野に入れて、事業を展開していく方針です。

 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

24/95



第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度は、市場環境の変化と原材料価格の高騰に対処するため、新製品やグループ内生産体制の見直しを

中心とした設備投資を行っております。当連結会計年度の設備投資額は754百万円で、その主なものは、提出会社にお

ける内装システム製品生産設備66百万円及び子会社の小名浜合板株式会社における内装システム製品生産設備366百

万円等であります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

また、別途、非連結子会社であるEidai Vietnam Co., Ltd.に対し8,000千米ドル（629百万円）の出資を行い、同子

会社では土地リース代や工場建屋などに6,693千米ドル（535百万円）の投資を行いました。

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

 平成24年３月31日現在

事業所名
（所在地）

セグメントの名
称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

敦賀事業所

(福井県敦賀市)

住宅資材事業

木質ボード事業

フローリング、階

段、パーティクル

ボード等生産設備

533 395
362

(123,529)
－ 7 1,299

152

(20)

山口・平生事業所

(山口県熊毛郡平生

町)

住宅資材事業

木質ボード事業

フローリング、パー

ティクルボード等

生産設備

501 385
448

(258,310)
－ 12 1,348

176

(17)

大阪事業所

(堺市西区)
住宅資材事業

ドア、造作材、シス

テムキッチン等生

産設備

624 398
467

(69,060)
－ 16 1,507

116

(46)

本社、研究所

(大阪市住之江区)
共通部門

統括業務施設

基礎応用総合研究

施設

209 9
－

(－)
124 43 387

60

(11)

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。

なお、金額には消費税等は含んでおりません。

２．従業員数の（  ）は、臨時雇用者数の年間平均人員数を外書きしております。

３．上記のほか、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

事業所名

（所在地）
セグメントの名称 設備の内容

土地面積
(㎡)

年間賃借料
（百万円）

本社、研究所

(大阪市住之江区)
共通部門

統括業務施設

基礎応用総合研究施設
4,061 16

(2）国内子会社

 平成24年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容
帳簿価額（百万円） 従業

員数
（人）

建物及び構
築物

機械装置及
び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

小名浜合板

株式会社

本社

（福島県いわき市）

住宅資材事業

木質ボード事

業

階段、造作材、

パーティクル

ボード等生産設

備

407 551
515

(140,618)
14 1,488

132

(87)

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。

なお、金額には消費税等は含んでおりません。

２．従業員数の（  ）は、臨時雇用者数の年間平均人員数を外書きしております。
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３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。計画

策定に当たっては提出会社を中心に調整のうえ、連結会社各社がそれぞれ策定しております。

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は次のとおりであります。

 

(1）重要な設備の新設

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容
投資予定額

資金調達方
法

着手年月
完了予定年
月

完成後の増
加能力

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

提出会社
大阪事業所

（堺市西区）
住宅資材事業

内装システム

製品生産設備
51 － 自己資金

平成24年７

月

平成24年10

月
－

提出会社
本社（大阪市

住之江区）
共通 基幹システム 150 － 自己資金

平成24年４

月

平成25年３

月
－

提出会社
本社（大阪市

住之江区）
共通

基幹システム

データベース

サーバー

20 － 自己資金
平成24年６

月

平成24年８

月
－

（注）１．完成後の増加能力については合理的に算定できないため記載しておりません。

２．上記のほか、非連結子会社であるEidai Vietnam Co., Ltd.において建材製品生産設備の新設を計画して

おり、詳細は下記のとおりであります。

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容
投資予定額

資金調達方
法

着手年月
完了予定年
月

完成後の増
加能力

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

Eidai

Vietnam

Co., Ltd.

本社（ベトナ

ム国ハナム

省）

住宅資材事業
建材製品生産

設備
342 － 自己資金

平成24年４

月

平成24年12

月
－
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成24年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年６月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 46,783,800 46,783,800
東京証券取引所市場第一

部

単元株式数

1,000株

計 46,783,800 46,783,800 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成20年12月１日

（注）
289,80046,783,800 － 3,285 72 1,357

（注）  小名浜合板株式会社との簡易株式交換によるものであります。

(6) 【所有者別状況】

 平成24年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 25 16 288 38 － 2,595 2,962 －

所有株式数

（単元）
－ 7,796 190 21,790 766 － 16,235 46,777 6,800

所有株式数の

割合（％）
－ 16.66 0.41 46.58 1.64 － 34.71 100.00 －

（注）  自己株式835,896株は、「個人その他」に835単元及び「単元未満株式の状況」に896株を含めて記載しており

ます。
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(7) 【大株主の状況】

 平成24年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

永大産業取引先持株会 大阪市住之江区平林南２丁目10－60 3,107,000 6.64

住友林業株式会社 東京都千代田区大手町１丁目３－２ 2,306,000 4.93

大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町１丁目１－１ 2,237,000 4.78

永大産業従業員持株会 大阪市住之江区平林南２丁目10－60 1,992,000 4.26

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 1,640,000 3.51

トーヨーマテリア株式会社 東京都港区赤坂７丁目６－38 1,550,000 3.31

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27－２ 1,518,000 3.24

すてきナイスグループ株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央４丁目33－１ 1,460,000 3.12

双日株式会社 東京都港区赤坂６丁目１－20 1,204,000 2.57

ＪＫホールディングス株式会社 東京都江東区新木場１丁目７－22 1,100,000 2.35

計 － 18,114,000 38.72

(8) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己株式）

普通株式      835,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   45,942,000 45,942 －

単元未満株式 6,800 － －

発行済株式総数 46,783,800 － －

総株主の議決権 － 45,942 －

②【自己株式等】

 平成24年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己株式）

永大産業株式会社

大阪市住之江区平林

南２丁目10-60
835,000 － 835,000 1.78

計 － 835,000 － 835,000 1.78

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 1,298 367,617

当期間における取得自己株式 99 34,551

（注）  当期間における取得自己株式には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取

得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 835,896 － 835,995 －

（注）１．当期間における処理自己株式には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

売渡による株式は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

３【配当政策】

当社は、配当政策を経営の最重要課題の一つと認識し、かつ、企業の経営基盤の強化を図るため、安定した配当の維

持継続を念頭に置きながら、将来の経営環境の変化に備えるように努めております。内部留保金につきましては、今後

の業容拡大並びに経営体質の改善強化を図る資金需要に充当したいと考えております。

第78期の配当につきましては、東京証券取引所市場第一部銘柄指定を記念し、普通配当10円に記念配当２円を加え、

１株当たり12円の配当と決定いたしました。

当社は期末配当として年１回の剰余金の配当を行っております。

なお当社は、会社法第454条第５項に基づき、中間配当制度を採用しておりますが、現時点では当社は中間配当を実

施しておりません。今後につきましては業績及び配当性向を総合的に勘案したうえで検討してまいります。

これら剰余金の配当は、期末配当金については株主総会、中間配当金については取締役会の決議をもって行う旨を

定款で定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たりの配当額（円）

平成24年６月28日

定時株主総会決議
551 12

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

29/95



４【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第74期 第75期 第76期 第77期 第78期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

最高（円） 536 297 277 418
443

＊  438

最低（円） 217 130 129 214
284

＊  225

（注）  最高・最低株価は、平成23年12月28日からは、東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京

証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、第78期の事業年度別最高・最低株価のうち、＊印は東京証

券取引所市場第二部におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成23年10月 11月 12月 平成24年１月 ２月 ３月

最高（円） 260 248
296

＊  302
406 443 406

最低（円） 230 225
  284

＊  240
304 360 385

（注）  最高・最低株価は、平成23年12月28日からは、東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京

証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、平成23年12月の月別最高・最低株価のうち、＊印は東京証

券取引所市場第二部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役会

長
－ 吉川  康長昭和18年５月25日生

昭和43年３月当社入社

平成９年４月 東京特販営業部長

平成９年６月 取締役東京特販営業部長

平成10年４月取締役営業本部副本部長

平成12年４月常務取締役営業本部長

平成14年６月常務取締役事業本部長

平成15年６月代表取締役社長兼事業本部長

平成17年６月代表取締役社長

平成19年６月代表取締役兼執行役員社長

平成24年６月代表取締役会長（現任）

（注）１ 89

代表取締役社

長

(執行役員社

長）

－ 大道  正人昭和26年４月５日生

昭和49年４月当社入社

平成14年６月事業本部建材事業部長

平成15年６月執行役員事業本部建材事業部長

平成16年６月取締役事業本部建材事業部長

平成19年６月取締役兼執行役員事業本部建材事

業部長

平成20年６月取締役兼常務執行役員事業本部建

材事業部長

平成21年４月取締役兼専務執行役員営業本部長

平成23年４月代表取締役兼専務執行役員営業本

部長

平成24年６月代表取締役兼執行役員社長（現

任）

（注）１ 47

取締役

(専務執行役

員)

事業本部長 木村  康博昭和25年１月21日生

昭和49年４月当社入社

平成14年６月事業本部内装システム事業部長

平成15年６月執行役員事業本部内装システム事

業部長

平成16年６月取締役事業本部内装システム事業

部長

平成19年６月取締役兼執行役員事業本部内装シ

ステム事業部長

平成20年６月取締役兼常務執行役員事業本部内

装システム事業部長

平成21年４月取締役兼常務執行役員事業本部副

本部長

平成22年４月取締役兼常務執行役員事業本部長

平成24年６月取締役兼専務執行役員事業本部長

（現任）

（注）１ 50

取締役

(常務執行役

員)

総務部長兼人事

部長
熊沢  衛司昭和28年６月26日生

昭和51年４月株式会社大和銀行（現株式会社り

そな銀行）入行

平成15年６月同行堂島支店長

平成16年10月当社総務部長兼法務コンプライア

ンス室長

平成18年６月執行役員総務部長兼法務コンプラ

イアンス室長

平成19年６月取締役兼執行役員総務部長兼法務

コンプライアンス室長

平成21年７月取締役兼執行役員総務部長

平成22年４月取締役兼執行役員総務部長兼人事

部長

平成23年４月取締役兼常務執行役員総務部長兼

人事部長（現任）

（注）１ 47
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

(上席執行役

員)

営業本部長 枝園  統博昭和37年３月１日生

昭和59年３月当社入社

平成16年４月営業本部東京特販営業部長

平成21年４月事業本部建材事業部長兼資材部長

平成22年６月執行役員事業本部建材事業部長

平成23年４月上席執行役員事業本部建材事業部

長

平成23年６月取締役兼上席執行役員事業本部建

材事業部長

平成24年４月取締役兼上席執行役員営業本部副

本部長

平成24年６月取締役兼上席執行役員営業本部長

（現任）

（注）１ 8

取締役

(上席執行役

員)

営業本部副本部

長
山岸  正明昭和23年８月１日生

昭和46年４月当社入社

平成10年10月東京営業部長

平成14年６月執行役員営業本部副本部長兼東京

営業部長

平成15年５月執行役員営業本部副本部長

平成16年６月取締役営業本部副本部長

平成17年10月取締役営業本部副本部長兼営業開

発部長

平成19年４月取締役営業本部副本部長兼営業企

画部長

平成19年６月取締役兼執行役員営業本部副本部

長兼営業企画部長

平成21年７月取締役兼執行役員営業本部副本部

長

平成22年10月取締役兼執行役員営業本部副本部

長兼営業推進部長

平成23年４月取締役兼上席執行役員営業本部副

本部長兼営業推進部長

平成24年４月取締役兼上席執行役員営業本部副

本部長（現任）

（注）１ 34

取締役

(上席執行役

員)

経営企画部長 植村  正人昭和31年11月12日生

昭和54年４月株式会社大和銀行（現株式会社り

そな銀行）入行

平成16年10月同行東久留米支店長

平成19年10月当社経営企画部長

平成22年６月執行役員経営企画部長兼法務コン

プライアンス室長

平成22年10月執行役員経営企画部長

平成23年４月上席執行役員経営企画部長

平成23年６月取締役兼上席執行役員経営企画部

長（現任）

（注）１ 17

常勤監査役 － 米野  兼史昭和23年５月26日生

昭和46年３月永大ハウジング株式会社（現永大

産業株式会社）入社

平成14年６月当社営業本部ＥＤ事業部長

平成20年４月営業本部ＥＤ営業課主管

平成20年６月監査役（常勤）（現任）

（注）２ 34

常勤監査役 － 三上  恵司昭和27年１月２日生

昭和45年３月当社入社

平成18年７月内部監査室長

平成22年４月内部監査室主管

平成22年６月監査役（常勤）（現任）

（注）３ 18
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役 － 今村  祐嗣昭和22年１月７日生

平成10年４月京都大学木質科学研究所木質材料

機能部門教授

平成16年４月同  生存圏研究所居住圏環境共生

分野教授

平成17年10月同  生存圏学際萌芽研究センター

長

平成18年６月当社監査役（非常勤)（現任）

平成19年５月社団法人日本木材保存協会（現公

益社団法人日本木材保存協会）会

長（現任）

平成20年４月京都大学生存圏研究所副所長

平成22年４月京都大学名誉教授（現任）

（注）３ －

監査役 － 櫻田  典子昭和20年４月12日生

昭和49年４月東京地方裁判所八王子支部判事補

昭和55年９月弁護士登録

平成４年９月 三宅合同法律事務所（現弁護士法

人三宅法律事務所）所属（現任）

平成11年４月大阪家庭裁判所家事調停委員

（現任）

平成16年12月大阪府公安委員会委員（現任）

平成21年６月当社監査役（非常勤）（現任）

（注）４ －

    計  344

（注）１．取締役の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

２．米野兼史監査役の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。

３．三上恵司監査役及び今村祐嗣監査役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成26年

３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．櫻田典子監査役の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成25年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。

５．監査役今村祐嗣氏・櫻田典子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

 

なお当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

平成24年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名 氏名 職名

*執行役員社長 大  道  正  人  

*専務執行役員 木  村  康  博 事業本部長

*常務執行役員 熊  沢  衛  司 総務部長兼人事部長

*上席執行役員 枝  園  統  博 営業本部長

*上席執行役員 山  岸  正  明 営業本部副本部長

*上席執行役員 植  村  正  人 経営企画部長

 執行役員 鷹  山  伸  一 営業本部副本部長

 執行役員 久  後  健  二 営業本部中四国営業部長

 執行役員 西  村      明事業本部山口生産管理部長

（注）  *印は取締役兼務者であります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

・企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役設置会社を選択しております。取締役会は、社内取締役７名で構成され、毎月１回の定例取締役

会開催のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催して重要事項を付議する体制をとっております。また、当社

の経営方針及び経営戦略にかかわる重要事項については、毎月１回の経営会議にて議論を行い、その審議を経て

執行決定を行います。さらに、経営陣の意思疎通と情報共有の円滑化のために、取締役会とは別に執行役員会議

等を開催し的確な判断が迅速にできる体制を整えております。監査役会は独立性の高い２名の社外監査役を含

む４名の監査役で構成され、常勤監査役による厳正な経営監視に加えて、社外監査役から客観的意見を仰ぐこと

で公正な経営判断が行われる仕組みとなっております。

この結果、迅速な意思決定、適切な業務執行及び監査の実効性の何れの観点においても、現在の体制で十分に

ガバナンスは機能していると考えておりますので、引き続き監査役設置会社の形態を採用していく所存であり

ます。

・内部統制システムの整備の状況

当社業務の適正を確保する体制（内部統制システム）に関しては、「業務分掌規程」によって業務執行につ

いての意思決定権者と意思決定の対象範囲を定めるとともに、「稟議手続規程」によって稟議書による手続の

適正を確保し、内部監査室による業務監査、監査役による監査役監査が実施され、会計監査人による会計監査を

受けております。

また、経営の透明性とコンプライアンスの強化に向けて、社長を委員長、顧問弁護士を委員に含むコンプライ

アンス委員会を設置し、より高い倫理観に基づいた事業活動を行うよう指導しております。その決定に基づいて

法務コンプライアンス室が統括して社内の法令遵守を指導する体制を構築しております。

・リスク管理体制の整備の状況

当社ではあらゆるリスク発生時に備えて「経営危機管理規程」を規定し、役員及び社員に周知徹底しており、

事故発生時もこれに基づいて会社に対する影響度を極小化するよう日頃から指導しております。事故発生時に

は、原則として総務担当役員を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等、専門家の意見を参考に損害の拡

大を防止することで、迅速な危機の解決並びに回避を図ります。

また、コンプライアンス面におきましても、全ての役員及び社員が遵守すべき「永大産業企業行動憲章」に基

づき、法令の遵守と企業価値の向上を図っております。そのため、法令遵守の全社統括組織である法務コンプラ

イアンス室の機能を充実させ、社員の職務執行が法令及び定款に適合する体制を確立しております。

・反社会的勢力排除のための取組み

当社では法律及び規制の遵守には反社会的勢力排除に向けた取組みが重要であるとの考えから、反社会的勢

力（暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊

知能暴力集団等）との関係を一切遮断する旨を、取締役会において決議し宣言しております。

反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、不当・不法な要求に屈することなく、一切の関係を遮断する

取組みを実践しており、新規取引を行う前には、相手先が反社会的勢力に該当しないかの確認を行うことを不可

欠の条件とするほか、取引を行う際に締結する取引基本契約書への暴力団排除条項の導入を行っております。加

えて、定期的に、取引を行っている相手先が反社会的勢力に該当していないかを再度確認するための仕組を構築

しております。

さらに、経営トップから従業員一人一人に至るまで、企業の倫理的使命を強く自覚し、反社会的勢力からの不

当・不法な要求に屈することなく一切の関係を遮断するための組織的な取組みを行うため、「反社会的勢力排

除マニュアル」を作成して、基本方針や具体的な対応策についての詳細を定め、全従業員への周知徹底を図って

おります。

 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

34/95



② 内部監査及び監査役監査の状況

監査役は取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行について厳正な監視を行うと

ともに、内部監査室と緊密な連携を保ち、監査方針に基づいた厳格な監査活動を行っております。監査の過程で問

題点が発見された場合は、その重要性に応じて監査役会を招集し、担当役員に報告することとなっております。

また、社長と全監査役が定期的に会合を持ち、問題点を報告しております。会計監査人とは監査方針について事

前に意見交換し、必要に応じて会計監査の立会いを実施するとともに、監査の方法や結果についても定期的に会計

監査人より報告を受けております。

内部監査については、社長直轄の独立監査部門である内部監査室が「内部監査規程」に基づき、各部門の業務遂

行状況について監査を行っております。室員は６名で構成され、具体的には年間の監査スケジュールに基づいて、

各部門の業務活動が法令や会社の方針、規程、規則、基準等に準拠し、適正に遂行されているかを監査し、不適切な

事項については改善の勧告・指導を行っております。

また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度について、財務報告に係る内部統制に関連する業務の整備及び

運用の評価を行い、財務報告の信頼性の確保を図っております。

③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外監査役は２名であります。社外監査役の選任に関しては、独立性に関する基準又は方針はありません

が、学術界や法曹界から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。

社外監査役今村祐嗣氏は、当社事業に関係の深い木材分野の専門家であることから、主に技術的側面から取締役

による業務執行を監視できる人材と考えております。当社は平成22年３月に同氏を東京証券取引所の定める独立

役員に指定しております。また、社外監査役櫻田典子氏は、法曹界における豊富な経験と識見を有しておりますの

で、主に法的側面から取締役による業務執行を監視できる人材と考えております。

なお、社外監査役が監査役会、取締役会に出席する場合は、総務部及び経営企画部が事務局となって会議のスケ

ジュール調整や会議で配布される資料の事前説明を行う等のサポートを行っております。

当社では社外取締役は選任しておりません。当社の規模や業態等を勘案しますと、事業内容に精通した社内取締

役で構成する適正な規模の取締役会が、迅速な意思決定や効率的な経営の追求に適していると考えております。経

営監視機能については、監査役が取締役会、経営会議、執行役員会議などの重要な会議に出席して、取締役及び執行

役員の業務執行について厳正な監視を行っております。さらに、社外チェックの観点では、独立性の高い２名の社

外監査役が取締役会に出席して、会社の運営状況や各取締役の業務執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べてお

り、社外からの監視・監督も充分に機能しております。

従いまして、現時点ではこの体制が当社にとって適切な体制であると考えております。

 

④ 当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次のとおりです。
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⑤ 会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用し

ております。当社監査役と監査法人は、各々の監査方針並びに決算上の課題や問題点について定期的に報告を行

い、情報交換を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間に

は、特別の利害関係はありません。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成

については下記のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員  業務執行社員    田中基博、吉形圭右

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士  ６名、その他  ９名

⑥ 社外監査役との関係

当社の社外監査役のうち、今村祐嗣氏は国立大学法人京都大学名誉教授であります。当社は国立大学法人京都大

学に極めて僅少ではありますが学術研究助成のための寄付を行っております。一方、櫻田典子氏は当社の顧問弁護

士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また当社の担当弁護士ではありません。両

氏とも当社との人的関係、資本的関係はありません。

⑦ 役員の報酬等の総額

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（人）
基本報酬

ストック

オプション
賞与 退職慰労金

取締役 193 193 － － － 8

監査役

（社外監査役を除く）
33 33 － － － 2

社外役員 7 7 － － － 2

ロ．報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額

該当事項はありません。

ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

ニ．報酬等の額又はその算定方法の決定方針

役員報酬は株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役については取締役会決議、監査役につい

ては監査役の協議でその具体的金額を決定しております。

取締役の報酬等は、役職位別の標準報酬及び前期会社業績を反映した変動報酬から成る基本報酬のほかに、

当期会社業績に個人別評価を加味した賞与を算定して決定します。常勤監査役の報酬は、標準報酬及び前期会

社業績を反映した変動報酬から成る基本報酬のほかに、当期会社業績を反映した賞与を算定して決定します。

非常勤監査役の報酬は、標準報酬のみで決定しております。なお、標準報酬については外部データや過去の実績

などを勘案して妥当な水準を設定しております。

また、中長期的な企業価値向上の職責を負うことから、取締役については月額報酬の一定額以上を役員持株

会に拠出して自社株式を購入することを義務付けております。

 

⑧ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。

 

⑨ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑩ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

36/95



⑪ 自己株式の取得

将来の経営環境等の変化に対応し、機動的な資本政策が行えるようにするため、取締役会の決議により自己株式

の買受けができるよう定款に定めております。

 

⑫ 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎

年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

⑬ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議事項について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。

⑭ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社

法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役

であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を

定款で定めております。

 

⑮ 株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

  38銘柄  2,541百万円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

株式会社桧家住宅（現株式会社桧家ホールディ

ングス）
2,000 306取引関係の維持・強化

住友林業株式会社 371,000 276 〃

すてきナイスグループ株式会社 1,000,000 215 〃

アイカ工業株式会社 189,000 206 〃

ＪＫホールディングス株式会社 383,684 184 〃

日本梱包運輸倉庫株式会社 182,000 169 〃

ホクシン株式会社 1,000,000 159 〃

株式会社三栄建築設計 127,600 153 〃

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 230,000 88 〃

株式会社りそなホールディングス 200,000 79 〃

大日本印刷株式会社 63,000 63 〃

ＯＣＨＩホールディングス株式会社 78,400 62 〃

北恵株式会社 128,000 33 〃

トヨタ自動車株式会社 3,000 10 〃

積水ハウス株式会社 7,865 6 〃

名古屋木材株式会社 5,000 5 〃

ジューテックホールディングス株式会社 10,000 3 〃

株式会社エムジーホーム 30 2 〃
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当事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

株式会社桧家ホールディングス 600,000 554取引関係の維持・強化

住友林業株式会社 371,000 277 〃

すてきナイスグループ株式会社 1,000,000 258 〃

アイカ工業株式会社 189,000 224 〃

株式会社三栄建築設計 255,200 203 〃

日本梱包運輸倉庫株式会社 182,000 185 〃

ホクシン株式会社 1,000,000 183 〃

ＪＫホールディングス株式会社 383,684 149 〃

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 230,000 94 〃

ＯＣＨＩホールディングス株式会社 94,080 79 〃

株式会社りそなホールディングス 200,000 76 〃

大日本印刷株式会社 63,000 53 〃

北恵株式会社 128,000 35 〃

トヨタ自動車株式会社 3,000 10 〃

国際航業ホールディングス株式会社 66,000 10 〃

名古屋木材株式会社 5,000 6 〃

積水ハウス株式会社 7,865 6 〃

ジューテックホールディングス株式会社 10,000 3 〃

株式会社エムジーホーム 30 2 〃

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並

びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

純投資目的の投資株式を所有していませんので、該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 34 － 33 －

連結子会社 － － － －

計 34 － 33 －

②【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度及び当連結会計年度）

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度及び当連結会計年度）

該当事項はありません。
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④【監査報酬の決定方針】

会計監査人に対する報酬の額は、監査日数・人員・内容等を総合的に勘案し、決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）の財務諸表について有限責

任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入し、研修などを通じて情報を収集しております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,523 10,490

受取手形及び売掛金 19,872 ※3
 20,118

有価証券 2,609 3,995

製品 3,400 4,129

仕掛品 1,735 1,981

原材料及び貯蔵品 2,644 3,418

繰延税金資産 546 420

未収入金 1,811 1,937

その他 146 156

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 45,289 46,646

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,216 14,240

減価償却累計額 ※2
 △11,095

※2
 △11,289

建物及び構築物（純額） 3,121 2,950

機械装置及び運搬具 27,088 27,246

減価償却累計額 ※2
 △25,081

※2
 △25,449

機械装置及び運搬具（純額） 2,006 1,797

土地 3,462 3,462

リース資産 190 190

減価償却累計額 △27 △65

リース資産（純額） 162 124

建設仮勘定 6 32

その他 2,917 2,923

減価償却累計額 ※2
 △2,731

※2
 △2,802

その他（純額） 185 121

有形固定資産合計 8,945 8,489

無形固定資産 496 291

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 2,481

※1
 2,921

出資金 6 6

関係会社出資金 － ※1
 629

長期前払費用 301 229

繰延税金資産 222 173

長期預金 1,000 1,000

その他 627 945

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 4,618 5,885

固定資産合計 14,060 14,666

資産合計 59,350 61,312
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,615 13,543

リース債務 40 40

未払金 2,585 3,410

未払費用 518 562

未払法人税等 79 110

未払消費税等 108 155

賞与引当金 539 464

災害損失引当金 19 －

設備関係支払手形 75 －

その他 41 87

流動負債合計 16,624 18,374

固定負債

リース債務 131 90

繰延税金負債 39 201

退職給付引当金 2,740 2,412

環境対策引当金 135 114

資産除去債務 12 12

負ののれん 591 501

長期預り保証金 109 90

その他 90 119

固定負債合計 3,850 3,542

負債合計 20,474 21,917

純資産の部

株主資本

資本金 3,285 3,285

資本剰余金 1,370 1,370

利益剰余金 34,234 34,387

自己株式 △157 △157

株主資本合計 38,732 38,885

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 142 509

その他の包括利益累計額合計 142 509

純資産合計 38,875 39,395

負債純資産合計 59,350 61,312
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

売上高 58,617 59,801

売上原価 ※1, ※2
 44,260

※1, ※2
 46,303

売上総利益 14,356 13,497

販売費及び一般管理費 ※2, ※3
 12,908

※2, ※3
 12,713

営業利益 1,448 784

営業外収益

受取利息 46 42

受取配当金 38 104

仕入割引 78 86

受取賃貸料 29 34

負ののれん償却額 89 89

持分法による投資利益 13 16

雑収入 94 80

営業外収益合計 390 453

営業外費用

売上割引 127 129

賃貸収入原価 3 8

為替差損 6 38

雑損失 98 88

営業外費用合計 235 265

経常利益 1,603 972

特別利益

固定資産売却益 ※4
 1

※4
 1

受取補償金 － 88

投資有価証券売却益 91 －

退職給付制度改定益 － 134

関係会社株式売却益 － 2

特別利益合計 93 226

特別損失

減損損失 8 －

固定資産売却損 ※5
 0 －

固定資産除却損 ※6
 83

※6
 25

投資有価証券評価損 186 153

たな卸資産廃棄損 － 4

投資有価証券売却損 0 －

環境対策引当金繰入額 135 －

環境対策費 9 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23 －

退職給付制度改定損 － 107

災害による損失 ※7
 87

※7
 29

特別損失合計 534 320

税金等調整前当期純利益 1,162 877

法人税、住民税及び事業税 53 90

法人税等調整額 △249 174

法人税等合計 △196 265

少数株主損益調整前当期純利益 1,358 612

当期純利益 1,358 612
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【連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,358 612

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 205 367

その他の包括利益合計 205 ※1
 367

包括利益 1,564 979

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,564 979

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,285 3,285

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,285 3,285

資本剰余金

当期首残高 1,370 1,370

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,370 1,370

利益剰余金

当期首残高 33,335 34,234

当期変動額

剰余金の配当 △459 △459

当期純利益 1,358 612

当期変動額合計 899 152

当期末残高 34,234 34,387

自己株式

当期首残高 △156 △157

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △157 △157

株主資本合計

当期首残高 37,834 38,732

当期変動額

剰余金の配当 △459 △459

当期純利益 1,358 612

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 898 152

当期末残高 38,732 38,885

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △62 142

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

205 367

当期変動額合計 205 367

当期末残高 142 509

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △62 142

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

205 367

当期変動額合計 205 367

当期末残高 142 509
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

純資産合計

当期首残高 37,771 38,875

当期変動額

剰余金の配当 △459 △459

当期純利益 1,358 612

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 205 367

当期変動額合計 1,104 519

当期末残高 38,875 39,395
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,162 877

減価償却費 1,596 1,455

減損損失 8 －

負ののれん償却額 △89 △89

持分法による投資損益（△は益） △13 △16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,091 △328

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △74

その他の引当金の増減額（△は減少） 155 △40

受取利息及び受取配当金 △84 △146

為替差損益（△は益） 6 35

固定資産売却損益（△は益） △1 △1

固定資産除却損 83 25

投資有価証券評価損益（△は益） 186 153

投資有価証券売却損益（△は益） △91 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △2

売上債権の増減額（△は増加） △967 △245

たな卸資産の増減額（△は増加） △874 △1,748

その他の資産の増減額（△は増加） △270 △114

仕入債務の増減額（△は減少） 1,919 927

未払費用の増減額（△は減少） 4 44

その他の負債の増減額（△は減少） 521 760

小計 2,183 1,472

利息及び配当金の受取額 86 146

法人税等の支払額 △44 △65

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,225 1,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △932 △2,150

定期預金の払戻による収入 215 920

有形固定資産の取得による支出 △602 △652

有形固定資産の売却による収入 3 3

無形固定資産の取得による支出 △22 △40

投資有価証券の取得による支出 △40 －

関係会社株式の売却による収入 － 4

子会社株式の取得による支出 － △50

投資有価証券の売却による収入 130 －

関係会社出資金の払込による支出 － △629

その他 △46 △302

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,295 △2,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △27 △38

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △459 △459

財務活動によるキャッシュ・フロー △487 △497
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 432 △1,870

現金及び現金同等物の期首残高 13,824 14,257

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 14,257

※1
 12,386
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数  １社

小名浜合板株式会社

なお、前連結会計年度において連結子会社でありました永大テクニカ株式会社は、平成23年８月10日付で清算

結了したため、第２四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

(2）非連結子会社の名称等

永大スタッフサービス株式会社

永大テクノサポート株式会社

Eidai Vietnam Co., Ltd.

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社数  １社

エヌ・アンド・イー株式会社

(2）持分法を適用していない非連結子会社（永大スタッフサービス株式会社、永大テクノサポート株式会社、

Eidai Vietnam Co., Ltd.）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

(イ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(ロ）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(ハ）その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ

時価法

ハ．たな卸資産

(イ）製品・仕掛品

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

(ロ）原材料

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

(ハ）貯蔵品

主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～10年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ．リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

ニ．長期前払費用

均等償却しております。

(3）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ．退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しており、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとしております。

（追加情報）

当社は平成23年４月１日付で、当社の連結子会社である小名浜合板株式会社は平成23年７月１日付でそ

れぞれ適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行しております。これに伴い「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

本移行に伴う当社の影響額は、特別利益（退職給付制度改定益）として134百万円計上しております。ま

た、小名浜合板株式会社における影響額は、特別損失（退職給付制度改定損）として107百万円計上してお

ります。

ニ．環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づくＰＣＢ処理費用等の支出

に備えるため、今後発生することとなる支出見込額を計上しております。

(4）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 為替予約

ヘッジ対象 … 外貨建仕入債務

ハ．ヘッジ方針

為替リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

ニ．ヘッジ有効性の評価方法

為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、高い相関関係がある

と考えられるため、有効性の判定を省略しております。
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(5）のれんの償却方法及び償却期間

平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんは、その効果の発現する期間にわたって

均等に償却することとしております。ただし、金額が僅少な場合は、発生年度で一括償却しております。

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

【追加情報】

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。

【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

※１  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

投資有価証券（株式） 319百万円 379百万円

関係会社出資金 － 629

 

※２  減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

 

※３  連結会計年度末日満期手形

  当連結会計年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当

連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

受取手形 －百万円 1,745百万円

（連結損益計算書関係）

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。

 
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

 63百万円 35百万円

 

※２  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

 
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

 731百万円 675百万円
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※３  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

荷造運送費 3,853百万円 3,911百万円

給与手当 4,075 3,978

賞与引当金繰入額 297 258

退職給付費用 213 228

 

※４  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

機械装置及び運搬具 1百万円 1百万円

その他 － 0

計 1 1

 

※５  固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

機械装置及び運搬具 0百万円 －百万円

 

※６  固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

建物及び構築物 35百万円 0百万円

機械装置及び運搬具 8 21

その他 1 0

撤去費用 38 3

計 83 25

 

※７  災害による損失

  平成23年３月11日に発生した東日本大震災によるもので、内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

復興義援金 －百万円 20百万円

災害資産の原状回復費用等 22 6

固定資産や棚卸資産の滅失損失 20 1

災害による操業・営業休止期間中の固定費 41 1

被災した従業員等に対する復旧支援費用 2 －

計 87 29
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（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）

※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金：   
当期発生額 683百万円
組替調整額 △153
税効果調整前 529
税効果額 △162
その他有価証券評価差額金 367
その他の包括利益合計 367

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 46,783 － － 46,783

合計 46,783 － － 46,783

自己株式     

普通株式 （注） 832 2 － 834

合計 832 2 － 834

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 459 10 平成22年３月31日平成22年６月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 459 利益剰余金 10平成23年３月31日平成23年６月30日
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当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 46,783 － － 46,783

合計 46,783 － － 46,783

自己株式     

普通株式 （注） 834 1 － 835

合計 834 1 － 835

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 459 10 平成23年３月31日平成23年６月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 551 利益剰余金 12平成24年３月31日平成24年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
  

前連結会計年度
（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

現金及び預金勘定 12,523百万円 10,490百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △875 △2,100 

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資（有価証券）
2,609 3,995 

現金及び現金同等物 14,257 12,386 
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（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

基幹システムデータベースサーバー（工具、器具及び備品）であります。

②  リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項  (2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：百万円）

 
前連結会計年度（平成23年３月31日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

有形固定資産その他

（工具、器具及び備品）
4 3 0

合計 4 3 0

 

（単位：百万円）

 
当連結会計年度（平成24年３月31日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

有形固定資産その他

（工具、器具及び備品）
－ － －

合計 － － －

（注）  取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

 

(2）未経過リース料期末残高相当額等

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成23年３月31日）

当連結会計年度

（平成24年３月31日）

未経過リース料期末残高相当額   

１年内 0 －

１年超 － －

合計 0 －

（注）  未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。

 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日）

当連結会計年度

（自  平成23年４月１日

至  平成24年３月31日）

支払リース料 1 0

減価償却費相当額 1 0

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成23年３月31日）

当連結会計年度

（平成24年３月31日）

１年内 1 1

１年超 2 1

合計 3 2

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資等の必要な資金のほとんどを自己資金にて充当しており、一時的な余裕資金は主に流

動性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投

機的な取引は行わない方針です。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券

は、主に満期保有目的の債券並びに業務上の関係を有する企業の株式、その他有価証券であり、市場価格を有するも

のは、その変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建の営業債務については、

為替の変動リスクに晒されておりますが、債務の一部に対し相場に応じて先物為替予約を利用してヘッジしており

ます。

デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引

であります。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述

の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項  (4）重要なヘッジ会計の

方法」をご参照ください。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社は与信管理規程に従い、営業債権について、各営業部門及び営業管理部が主要な取引先の状況を定期的にモ

ニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や

軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

満期保有目的の債券は、国債、地方債及びコマーシャルペーパーを中心として、有価証券運用管理規程に従い運

用しております。

デリバティブ取引については、実需の営業債務に係る先物為替予約取引に限定しているため、信用リスクはない

ものと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に市場価格や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、また、

満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しておりま

す。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた運用ガイドラインに従い、担当

部門が決裁権限者の承認を得て行っております。なお、連結子会社にデリバティブ取引はありません。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部門からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持

などにより流動性リスクを管理しております。

連結子会社においても同様の管理を行っております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極

めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

前連結会計年度（平成23年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 12,523 12,523 －

(2）受取手形及び売掛金 19,872 19,872 －

(3）有価証券及び投資有価証券 4,633 4,633 －

資産計 37,029 37,029 －

(1）支払手形及び買掛金 12,615 12,615 －

(2）未払金 2,585 2,585 －

負債計 15,201 15,201 －

当連結会計年度（平成24年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 10,490  10,490 －

(2）受取手形及び売掛金 20,118  20,118 －

(3）有価証券及び投資有価証券 6,409 6,409 －

資産計 37,018 37,018 －

(1）買掛金 13,543  13,543 －

(2）未払金  3,410  3,410 －

負債計 16,954 16,954 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

資  産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

(3）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、金銭信託及びコマーシャルペーパーは

短期間で償還されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

負  債

(1）支払手形及び買掛金、(2）未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）

区分
前連結会計年度

（平成23年３月31日）
当連結会計年度

（平成24年３月31日）

非上場株式 457 506

関係会社出資金 － 629

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 

有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成23年３月31日）

 
１年以内
 (百万円） 

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 12,523 － － －

受取手形及び売掛金 19,872 － － －

有価証券及び投資有価証券     

満期保有目的の債券     

(1) 国債・地方債等 － － － －

(2) 社債 － － － －

(3) その他 1,609 － － －

その他有価証券のうち満期

があるもの
    

(1) 債券（社債） － － － －

(2) その他 1,000 － － －

合計 35,005 － － －

当連結会計年度（平成24年３月31日）

 
１年以内
 (百万円） 

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 10,490 － － －

受取手形及び売掛金  20,118 － － －

有価証券及び投資有価証券     

満期保有目的の債券     

(1) 国債・地方債等 － － － －

(2) 社債 － － － －

(3) その他 2,995 － － －

その他有価証券のうち満期

があるもの
    

(1) 債券（社債） － － － －

(2) その他 1,000 － － －

合計 34,604 － － －
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成23年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 1,609 1,609 －

小計 1,609 1,609 －

合計 1,609 1,609 －

当連結会計年度（平成24年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 2,995 2,995 －

小計 2,995 2,995 －

合計 2,995 2,995 －

２．その他有価証券

前連結会計年度（平成23年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 893 461 431

(2）債券    

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 893 461 431

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 1,130 1,382 △251

(2）債券    

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 1,000 1,000 －

小計 2,130 2,382 △251

合計 3,023 2,843 179

（注）  非上場株式（連結貸借対照表計上額  457百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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当連結会計年度（平成24年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 1,482 671 810

(2）債券    

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,482 671 810

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 932 1,033 △101

(2）債券    

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 1,000 1,000 －

小計 1,932 2,033 △101

合計 3,414 2,704 709

（注）  非上場株式（連結貸借対照表計上額  506百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 130 91 0

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）

該当事項はありません。

 

４．減損処理を行った有価証券

有価証券（その他有価証券の株式）について、前連結会計年度において186百万円、当連結会計年度において153百

万円減損処理を行っております。

なお、減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成23年３月31日）及び当連結会計年度（平成24年３月31日）
期末残高が無いため、該当事項はありません。

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

60/95



（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、当連結会計年度において適格退職

年金制度を廃止し、確定拠出年金制度に移行しております。これに伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職

金を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

   
前連結会計年度

（平成23年３月31日）

当連結会計年度

（平成24年３月31日）

 (1）退職給付債務（百万円） △5,349 △2,643 

 (2）年金資産（百万円） 2,131 －  

 (3）
未積立退職給付債務（百万円）

(1)＋(2)
△3,217 △2,643 

 (4）未認識数理計算上の差異（百万円） 570 272 

 (5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） △94 △41 

 (6）
連結貸借対照表計上額純額(百万円)

(3)＋(4)＋(5)
△2,740 △2,412 

 (7）退職給付引当金（百万円） △2,740 △2,412 

（注）  連結子会社は、退職給付債務の計算に当たり、簡便法を採用しております。

当連結会計年度における適格退職年金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響額は次のとおりであります。

当社

退職給付債務の減少 2,343百万円

年金資産の減少 △2,007

未認識数理計算上の差異 △238

未認識過去勤務債務 48

退職給付引当金の減少 146

確定拠出年金制度への資産移換額 12

確定拠出年金制度への移行に伴う損益 134

小名浜合板株式会社

退職給付債務の減少 135百万円

年金資産の減少 △216

退職給付引当金の増加 △80

確定拠出年金制度への資産移換額 27

確定拠出年金制度への移行に伴う損益 △107

確定拠出年金制度への資産移換額は39百万円であり、４年間で移換する予定であります。なお、当連結会計年度末時

点の未移換額27百万円（当社８百万円、小名浜合板株式会社19百万円）は、未払金（流動負債の「その他」）、長期未

払金（固定負債の「その他」）に計上しております。
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３．退職給付費用に関する事項

   

前連結会計年度

（自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日）

当連結会計年度

（自  平成23年４月１日

至  平成24年３月31日）

 (1）勤務費用（百万円） 271 138 

 (2）利息費用（百万円） 127 39 

 (3）期待運用収益（減算）（百万円） △32 －  

 (4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 56 66 

 (5）過去勤務債務の費用処理額（百万円） △2  △4  

 (6）その他（百万円） －  143 

 (7）
退職給付費用（百万円）

(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5）＋(6）
420 382 

（注）  上記(6）の「その他」は、主に確定拠出年金への掛金の支払額であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

　

(2）割引率

前連結会計年度
（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

1.67％ 1.67％

　

(3）期待運用収益率

前連結会計年度
（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

2.0％ －％

　

(4）過去勤務債務の処理年数

  10年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理）

　

(5）数理計算上の差異の処理年数

  10年（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理）
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成23年３月31日）

 

 

当連結会計年度

（平成24年３月31日）

繰延税金資産（流動）    

繰越欠損金 264百万円 190百万円

賞与引当金 217  176

賞与引当金の法定福利費 27  22

その他 36  31

計 546  420

繰延税金資産（固定）    

退職給付引当金 217  161

長期未払金 4  11

その他 0  0

計 222  173

繰延税金負債（固定）    

その他有価証券評価差額金 37  199

資産除去債務 2  1

計 39  201

繰延税金資産の純額 729  392

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（平成23年３月31日）

 

 

当連結会計年度

（平成24年３月31日）

法定実効税率 40.6％  40.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7  2.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6  △3.6

繰越欠損金の税効果認識 △34.3  △1.5

一時差異等のうち税効果を適用しなかったもの △24.8  △13.8

持分法投資損益 △0.5  △0.8

負ののれんの償却額 △3.1  △4.1

住民税の均等割 4.1  5.4

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 －  5.7

その他 0.0  0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △16.9  30.2

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は従来の40.6％から平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１

日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する連結会計

年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額は50百万円、繰延税金負債の金額が28百万円それぞれ減少し、法人税等調

整額が49百万円、その他有価証券評価差額金が28百万円それぞれ増加しております。

（資産除去債務関係）

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自  平成23年４月１日 

至  平成24年３月31日）

金額的な重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自  平成23年４月１日 

至  平成24年３月31日）

金額的な重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は製品群ごとに担当する事業部を置き、各事業部が中心となり戦略を立案し、事業活動を展開しております。し

たがって、当社は製品別のセグメントから構成されており、「住宅資材事業」「木質ボード事業」の２つを報告セグ

メントとしております。

「住宅資材事業」はフローリング、階段セット、室内ドア、造作材、システムキッチン等の製造・販売をしておりま

す。「木質ボード事業」は素材パーティクルボード、化粧パーティクルボード、ＭＤＦ（中質繊維板）の製造・販売を

しております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載の方法と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

社内におけるセグメント間の内部収益及び振替高は、各社社内間においては製造原価に、グループ会社間において

は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

調整額
連結
財務諸表
計上額住宅資材 木質ボード 計

売上高      

外部顧客への売上高 53,463 5,153 58,617 － 58,617
セグメント間の内部売上高又
は振替高

0 758 758 △758 －

計 53,463 5,911 59,375 △758 58,617

セグメント利益 2,916 236 3,152 △1,704 1,448

セグメント資産 32,534 3,971 36,506 22,843 59,350

その他の項目      

減価償却費 833 342 1,176 329 1,505

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
452 49 501 269 771

（注）１．セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント資産の調整額は、提出会社の余資運用資金（現金及び預金並びに有価証券）、長期投資資金

（投資有価証券）及び一般管理部門に係る資産等であります。

３．減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用329百万円であります。

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増

加額269百万円であります。

５．セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

調整額
連結
財務諸表
計上額住宅資材 木質ボード 計

売上高      

外部顧客への売上高 53,895 5,906 59,801 － 59,801
セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ 746 746 △746 －

計 53,895 6,652 60,548 △746 59,801

セグメント利益 2,163 340 2,504 △1,720 784

セグメント資産 34,219 4,019 38,239 23,073 61,312

その他の項目      

減価償却費 771 288 1,060 293 1,353

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
607 102 710 44 754

（注）１．セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント資産の調整額は、提出会社の余資運用資金（現金及び預金並びに有価証券）、長期投資資金

（投資有価証券）及び一般管理部門に係る資産等であります。

３．減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用293百万円であります。

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増

加額44百万円であります。

５．セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 （単位：百万円）
 住宅資材 木質ボード 合計

外部顧客への売上高 53,463 5,153 58,617

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

 （単位：百万円）
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

住友林業株式会社 12,052住宅資材、木質ボード

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 （単位：百万円）
 住宅資材 木質ボード 合計

外部顧客への売上高 53,895 5,906 59,801
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２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

 （単位：百万円）
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

住友林業株式会社 11,646住宅資材、木質ボード

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

金額的な重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のと

おりであります。

 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

 （単位：百万円）
 住宅資材 木質ボード 合計

当期償却額 36 52 89
当期末残高 227 363 591

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）

 （単位：百万円）
 住宅資材 木質ボード 合計

当期償却額 36 52 89
当期末残高 191 310 501

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自  平成23年４月１日 

至  平成24年３月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）

  連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

子会社
Eidai
Vietnam
Co., Ltd.

ベトナム国
ハナム省

629製造業
（所有）
  直接 100.0

当社製品の製
造
役員の兼任

出資（注） 629 － －

（注）  Eidai Vietnam Co., Ltd.は、平成23年６月に当社の100％出資により設立され、平成24年５月より操業を開

始し、当社に製品を供給しております。

（１株当たり情報）

　
前連結会計年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

１株当たり純資産額 846.06円 857.39円

１株当たり当期純利益金額 29.56円 13.33円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当期純利益 （百万円） 1,358 612

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 1,358 612

期中平均株式数 （株） 45,950,856 45,948,349

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 40 40 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のもの

を除く）
－ － － －

リース債務（１年以内に返済予定のもの

を除く）
131 90 － 平成27年

その他有利子負債 － － － －

計 171 131 － －

（注）１．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連

結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであり

ます。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

リース債務 40 40 10 －

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間）  第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 （百万円） 13,231 28,916 44,889 59,801

税金等調整前四半期（当期）純

利益金額
（百万円） 109 324 730 877

四半期（当期）純利益金額 （百万円） 72 215 484 612

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 1.57 4.69 10.54 13.33

 

（会計期間）  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額 （円） 1.57 3.12 5.85 2.79
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,275 9,414

受取手形 6,456 ※3
 5,729

売掛金 12,951 13,688

有価証券 2,609 3,995

製品 3,264 4,036

仕掛品 1,615 1,858

原材料及び貯蔵品 2,380 3,098

前渡金 26 33

前払費用 95 101

繰延税金資産 514 397

未収入金 1,928 2,180

その他 9 10

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 43,126 44,544

固定資産

有形固定資産

建物 11,188 11,152

減価償却累計額 ※2
 △8,778

※2
 △8,899

建物（純額） 2,409 2,253

構築物 1,894 1,904

減価償却累計額 ※2
 △1,575

※2
 △1,614

構築物（純額） 319 290

機械及び装置 23,455 23,380

減価償却累計額 ※2
 △21,824

※2
 △22,147

機械及び装置（純額） 1,630 1,232

車両運搬具 243 238

減価償却累計額 △232 △225

車両運搬具（純額） 10 12

工具、器具及び備品 2,847 2,848

減価償却累計額 ※2
 △2,672

※2
 △2,741

工具、器具及び備品（純額） 174 107

土地 2,947 2,947

リース資産 190 190

減価償却累計額 △27 △65

リース資産（純額） 162 124

建設仮勘定 6 29

有形固定資産合計 7,661 6,998

無形固定資産

電話加入権 6 6

借地権 15 15

ソフトウエア 459 252

無形固定資産合計 481 274
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 2,161 2,541

関係会社株式 964 965

出資金 6 6

関係会社出資金 － 629

従業員に対する長期貸付金 88 102

破産更生債権等 0 0

長期前払費用 290 229

長期預金 1,000 1,000

その他 535 841

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 5,027 6,296

固定資産合計 13,170 13,569

資産合計 56,296 58,113

負債の部

流動負債

支払手形 777 －

買掛金 ※1
 11,396

※1
 13,058

リース債務 40 40

未払金 2,558 3,293

未払費用 443 491

未払法人税等 71 64

未払消費税等 81 137

預り金 37 84

賞与引当金 486 419

災害損失引当金 2 －

設備関係支払手形 75 －

流動負債合計 15,970 17,588

固定負債

リース債務 131 90

繰延税金負債 39 201

退職給付引当金 2,204 1,965

環境対策引当金 135 114

資産除去債務 12 12

長期預り保証金 109 90

長期未払金 75 85

固定負債合計 2,707 2,561

負債合計 18,678 20,149
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,285 3,285

資本剰余金

資本準備金 1,357 1,357

資本剰余金合計 1,357 1,357

利益剰余金

利益準備金 256 256

その他利益剰余金

別途積立金 31,400 31,400

繰越利益剰余金 1,333 1,311

利益剰余金合計 32,989 32,968

自己株式 △157 △157

株主資本合計 37,475 37,453

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 142 509

評価・換算差額等合計 142 509

純資産合計 37,618 37,963

負債純資産合計 56,296 58,113
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

売上高 57,147 58,055

売上原価

製品期首たな卸高 2,685 3,264

当期製品仕入高 19,264 19,910

当期製品製造原価 ※1, ※2
 25,121

※1, ※2
 26,387

合計 47,072 49,561

製品期末たな卸高 3,264 4,036

他勘定振替高 ※1, ※3
 390

※1, ※3
 378

製品売上原価 43,417 45,146

売上総利益 13,730 12,909

販売費及び一般管理費 ※2, ※4
 12,466

※2, ※4
 12,401

営業利益 1,263 507

営業外収益

受取利息 40 33

有価証券利息 5 8

受取配当金 38 ※5
 120

受取賃貸料 29 32

仕入割引 75 85

雑収入 86 70

営業外収益合計 275 349

営業外費用

売上割引 114 117

賃貸収入原価 3 8

為替差損 6 38

雑損失 96 85

営業外費用合計 220 250

経常利益 1,318 606

特別利益

固定資産売却益 ※6
 1

※6
 0

投資有価証券売却益 91 －

退職給付制度改定益 － 134

子会社清算益 － 37

関係会社株式売却益 － 2

特別利益合計 93 174

特別損失

減損損失 8 －

固定資産売却損 ※7
 0 －

固定資産除却損 ※8
 83

※8
 5

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 186 153

環境対策引当金繰入額 135 －

環境対策費 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23 －

災害による損失 ※9
 16

※9
 20

特別損失合計 453 180
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

税引前当期純利益 957 601

法人税、住民税及び事業税 47 47

法人税等調整額 △265 116

法人税等合計 △218 163

当期純利益 1,176 437
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ  材料費        

１．主要材料費  16,517  18,259  

２．補助材料費  120 16,63866.4 179 18,43969.1

Ⅱ  労務費 ※１  3,02012.1 2,84610.7

Ⅲ  委託加工費   1,6136.4 1,5815.9

Ⅳ  経費 ※２  3,79415.1 3,80714.3

当期総製造費用   25,065100.0 26,675100.0

期首仕掛品たな卸高   1,714  1,615 

合計   26,780  28,290 

期末仕掛品たな卸高   1,615  1,858 

他勘定振替高 ※３  43  44 

当期製品製造原価   25,121  26,387 

        

原価計算の方法   総合原価計算

（注）※１  このうち引当金繰入額は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

退職給付費用（百万円） 160 131
賞与引当金繰入額（百万円） 199 168

※２  経費の内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

減価償却費（百万円） 787 703
動力費（百万円） 642 690
その他（百万円） 2,363 2,413

計（百万円） 3,794 3,807

※３  他勘定振替高は経費等への振替であります。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,285 3,285

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,285 3,285

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 1,357 1,357

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,357 1,357

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 256 256

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 256 256

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 31,400 31,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,400 31,400

繰越利益剰余金

当期首残高 616 1,333

当期変動額

剰余金の配当 △459 △459

当期純利益 1,176 437

当期変動額合計 716 △21

当期末残高 1,333 1,311

利益剰余金合計

当期首残高 32,272 32,989

当期変動額

剰余金の配当 △459 △459

当期純利益 1,176 437

当期変動額合計 716 △21

当期末残高 32,989 32,968

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

75/95



(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

自己株式

当期首残高 △156 △157

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △157 △157

株主資本合計

当期首残高 36,759 37,475

当期変動額

剰余金の配当 △459 △459

当期純利益 1,176 437

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 715 △21

当期末残高 37,475 37,453

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △62 142

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

205 367

当期変動額合計 205 367

当期末残高 142 509

純資産合計

当期首残高 36,696 37,618

当期変動額

剰余金の配当 △459 △459

当期純利益 1,176 437

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 205 367

当期変動額合計 921 345

当期末残高 37,618 37,963
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【重要な会計方針】

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3）その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）製品、仕掛品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

(2）原材料

原木

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。

その他

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

(3）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３年～50年

機械及び装置 ２年～10年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4）長期前払費用

均等償却しております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額を計上しております。

なお、過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により費用処理しており、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。

（追加情報）

平成23年４月１日付で、適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行しております。これに伴い「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。

本移行に伴う影響額は、特別利益（退職給付制度改定益）として134百万円計上しております。

(4）環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づくＰＣＢ処理費用等の支出に

備えるため、今後発生することとなる支出見込額を計上しております。

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 為替予約

ヘッジ対象 … 外貨建仕入債務

(3）ヘッジ方針

為替リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

(4）ヘッジ有効性の評価方法

為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、高い相関関係があると

考えられるため、有効性の判定を省略しております。

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

【追加情報】

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。

【注記事項】

（貸借対照表関係）

※１  関係会社項目

関係会社に対する負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

買掛金 880百万円 1,007百万円

 

※２  減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

※３  事業年度末日満期手形

当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当事業

年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成23年３月31日）
当事業年度

（平成24年３月31日）

受取手形 －百万円 1,743百万円
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（損益計算書関係）

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

 56百万円 29百万円

※２  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

 725百万円 670百万円

 

※３  他勘定振替高は、広告費等への振替であります。

 

※４  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

荷造運送費 3,773百万円 3,829百万円

荷役料 670 680

広告費 515 456

給与手当 3,730 3,652

賞与引当金繰入額 286 250

退職給付費用 207 221

減価償却費 530 451

賃借料 611 570

  前事業年度、当事業年度共に販売費に属する費用のおおよその割合は86％であり、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は14％であります。

 

※５  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

関係会社からの受取配当金 －百万円 63百万円

 

※６  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

機械及び装置 0百万円 0百万円

車両運搬具 1 0

工具、器具及び備品 － 0

計 1 0

※７  固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

機械及び装置 0百万円 －百万円
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※８  固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

建物 34百万円 0百万円

機械及び装置 8 3

車両運搬具 0 0

構築物他 2 0

撤去費用 38 2

計 83 5

※９  災害による損失

  平成23年３月11日に発生した東日本大震災によるもので、内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

復興義援金 －百万円 20百万円

災害損失の原状回復費用等 2 0

棚卸資産の滅失損失 10 －

被災した従業員等に対する復旧支援費用 2 －

計 16 20

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

当事業年度期首

株式数（千株）

当事業年度増加

株式数（千株） 

当事業年度減少

株式数（千株）

当事業年度末

株式数（千株）

普通株式（注） 832 2 － 834

合計 832 2 － 834

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

当事業年度期首

株式数（千株）

当事業年度増加

株式数（千株） 

当事業年度減少

株式数（千株）

当事業年度末

株式数（千株）

普通株式（注） 834 1 － 835

合計 834 1 － 835

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

基幹システムデータベースサーバー（工具、器具及び備品）であります。

②  リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

該当事項はありません。

 

(2）未経過リース料期末残高相当額等

該当事項はありません。

 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

（単位：百万円）

 

前事業年度

（自  平成22年４月１日

至  平成23年３月31日）

当事業年度

（自  平成23年４月１日

至  平成24年３月31日）

支払リース料 0 －

減価償却費相当額 0 －

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）

 
前事業年度

（平成23年３月31日）

当事業年度

（平成24年３月31日）

１年内 1 1

１年超 2 1

合計 3 2

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式740百万円、関連会社株式224百万円、前

事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式733百万円、関連会社株式230百万円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成23年３月31日）

 

 

当事業年度

（平成24年３月31日）

繰延税金資産（流動）    

繰越欠損金 264百万円 190百万円

賞与引当金 197  159

賞与引当金の法定福利費 24  19

その他 28  28

計 514  397

繰延税金負債（固定）    

その他有価証券評価差額金 37  199

資産除去債務 2  1

計 39  201

    

一時差異等のうち税効果を適用しなかったもの    

関係会社株式評価損 1,665  1,458

退職給付債務 895  699

投資有価証券評価損 217  180

その他 281  237

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成23年３月31日）

 

 

当事業年度

（平成24年３月31日）

法定実効税率 40.6％  40.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0  3.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.8  △8.8

繰越欠損金の税効果認識 △39.7  －

一時差異等のうち税効果を適用しなかったもの △29.8  △20.2

住民税の均等割 4.9  7.8

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 －  4.6

その他 0.0  0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △22.8  27.2

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率

の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計

算に使用する法定実効税率は従来の40.6％から平成24年４月１日に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始

する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が

見込まれる一時差異については、35.6％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額は27百万円、繰延税金負債の金額が28百万円それぞれ減少し、法人税等調

整額が27百万円、その他有価証券評価差額金が28百万円それぞれ増加しております。
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（資産除去債務関係）

前事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）及び当事業年度（自  平成23年４月１日  至  平成

24年３月31日）

金額的な重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

１株当たり純資産額 818.69円 826.23円

１株当たり当期純利益金額 25.60円 9.53円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日）

当事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

当期純利益 （百万円） 1,176 437

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 1,176 437

期中平均株式数 （株） 45,950,856 45,948,349

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証

券

その他有

価証券

株式会社桧家ホールディングス 600,000 554

住友林業株式会社 371,000 277

すてきナイスグループ株式会社 1,000,000 258

アイカ工業株式会社 189,000 224

株式会社三栄建築設計 255,200 203

日本梱包運輸倉庫株式会社 182,000 185

ホクシン株式会社 1,000,000 183

ＪＫホールディングス株式会社 383,684 149

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャルグ

ループ
230,000 94

ＯＣＨＩホールディングス株式会社 94,080 79

株式会社りそなホールディングス 200,000 76

野原産業株式会社 150,000 60

大日本印刷株式会社 63,000 53

北恵株式会社 128,000 35

その他（24銘柄） 190,284 107

小計 5,036,248 2,541

計 5,036,248 2,541

【債券】

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額
（百万円）

有価証券

満期保有

目的の債

券

エービー・グローバル・ファンディン

グ・リミテッド東京支店  コマーシャ

ルペーパー

2,996 2,995

小計 2,996 2,995

計 2,996 2,995

【その他】

銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（百万円）

有価証券
その他有

価証券

野村信託銀行株式会社  金銭信託 10 1,000

小計 10 1,000

計 10 1,000
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額及び
減損損失累計
額又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高
（百万円）

有形固定資産        

建物 11,188 42 78 11,152 8,899 198 2,253

構築物 1,894 10 0 1,904 1,614 39 290

機械及び装置 23,455 163 238 23,380 22,147 553 1,232

車両運搬具 243 13 18 238 225 10 12

工具、器具及び備品 2,847 27 26 2,848 2,741 94 107

土地 2,947 － － 2,947 － － 2,947

リース資産 190 － － 190 65 38 124

建設仮勘定 6 238 214 29 － － 29

有形固定資産計 42,772 495 576 42,691 35,693 935 6,998

無形固定資産        

電話加入権 6 0 － 6 － － 6

借地権 15 － － 15 － － 15

ソフトウェア 1,271 28 184 1,115 862 234 252

無形固定資産計 1,293 28 184 1,137 862 234 274

長期前払費用 495 78 67 505 276 138 229

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 21 － － － 21

賞与引当金 486 419 486 － 419

環境対策引当金 135 － 20 － 114

災害損失引当金 2 － 2 － －
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ．資産の部

イ．現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 6

預金の種類  

当座預金 60

普通預金 7,598

定期預金 1,750

小計 9,408

合計 9,414

ロ．受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

トーヨーマテリア株式会社 1,146

丸紅建材株式会社 917

ジャパン建材株式会社 698

積水ハウス株式会社 527

越智産業株式会社 489

その他 1,950

合計 5,729

(ロ）期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成24年４月満期 2,119

   〃   ５月 〃 1,614

   〃   ６月 〃 1,726

   〃   ７月 〃 267

   〃   ８月以降 1

合計 5,729
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ハ．売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

住友林業株式会社 4,665

三井住商建材株式会社 1,974

旭化成ホームズ株式会社 1,068

三井ホームコンポーネント株式会社 707

伊藤忠建材株式会社 614

その他 4,658

合計 13,688

(ロ）売掛金滞留状況

当期首残高

（百万円）

当期発生高

（百万円）

当期回収高

（百万円）

当期末残高

（百万円）
回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

12,951 60,958 60,221 13,688 81.5 80.0

（注）  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等は含まれております。

ニ．製品

区分 金額（百万円）

建材 3,277

内装システム 477

住設 69

パーティクルボード 212

合計 4,036

ホ．仕掛品

区分 金額（百万円）

建材 1,517

内装システム 86

住設 22

パーティクルボード 231

合計 1,858
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へ．原材料及び貯蔵品

区分 金額（百万円）

原材料  

建材 2,417

内装システム 248

住設 100

パーティクルボード 117

小計 2,884

貯蔵品  

販促物 75

展示製品 48

工場消耗品 47

梱包資材 26

その他 15

小計 213

合計 3,098

ｂ．負債の部

イ．買掛金

相手先 金額（百万円）

三井住商建材株式会社 2,100

大日本印刷株式会社 1,704

日本梱包運輸倉庫株式会社 860

ケイヒン株式会社 528

エヌ・アンド・イー株式会社 482

その他 7,383

合計 13,058

ロ．未払金

相手先 金額（百万円）

一括支払信託 3,106

設備関係未払金 91

事業所税未払金 63

その他 32

合計 3,293

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

88/95



(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  大阪証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。

公告掲載URL

http://www.eidai.com/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）  当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定

による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権

利、並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第77期）（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）平成23年６月29日近畿財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成23年６月29日近畿財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

（第78期第１四半期）（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）平成23年８月10日近畿財務局長に提

出

（第78期第２四半期）（自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日）平成23年11月11日近畿財務局長に提

出

（第78期第３四半期）（自  平成23年10月１日  至  平成23年12月31日）平成24年２月10日近畿財務局長に提

出

(4）臨時報告書

平成23年６月30日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（議決権行使結果）の規定に基づく臨時報告書で

あります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

EDINET提出書類

永大産業株式会社(E00631)

有価証券報告書

92/95



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成24年６月28日

永大産業株式会社  

 取締役会  御中   

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田  中  基  博   ㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 吉  形  圭  右   ㊞

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る永大産業株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を

検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、永大産

業株式会社及び連結子会社の平成24年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、永大産業株式会社の平成24年３

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に

基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果につ

いて経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、永大産業株式会社が平成24年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以    上

 
（注）１．上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有

価証券報告書提出会社が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 平成24年６月28日

永大産業株式会社  

 取締役会  御中   

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田  中  基  博   ㊞

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 吉  形  圭  右   ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る永大産業株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第78期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基

づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸

表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、

監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、永大産業株

式会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以    上
 
（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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